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第１節 第２期基本計画策定の趣旨 
 

人口減少・少子高齢化の進行や Society5.0を見据えたデジタル化の急速な進展などにより

社会が大きく変化していることに加え、新型コロナウイルス感染症の世界的拡大により、デ

ジタル化の更なる加速やテレワークによる働き方の浸透、ビジネスモデルの変容など社会経

済構造や人々の行動、意識・価値観に大きな変化がもたらされ、行政においては、変革への

柔軟で迅速な対応が求められています。 

本市では、2018年（平成 30年）に、将来都市像を「やさしさ 愛しさ いいもの いっぱ

い 世界へ拡げる 水産文化都市 ＹＡＩＺＵ」として掲げた第６次焼津市総合計画及びそ

の実現に向けた第１期基本計画（焼津未来共創プラン 2018）を策定し、市民の皆様と共に諸

施策を総合的に推進してきました。 

2022年度（令和４年度）から始まる第２期基本計画は、基本構想に掲げる将来都市像の実

現に向け、急速な社会経済情勢の変化に対応した計画とし、今後のまちづくりにおける基本

的な指針として策定しました。 

 

第２節 総合計画の役割 

 

総合計画は、本市のまちづくりの基本理念や将来都市像、それを実現するための政策・施

策を示すもので、次のような役割を果たします。  
１ まちづくりの指針 

本計画は、行政経営の指針であるとともに、市民・事業者など様々な主体との共通の活

動指針としての役割を果たします。  
２ 行政経営の指針 

市財政の長期的展望を踏まえながら、行政活動を総合的かつ計画的に進めていくための

指針としての役割を果たします。  
３ 最上位計画としての指針 

市の最上位計画として、福祉、教育、環境などの分野における個別計画を策定する際の

指針としての役割を果たします。  
４ 他の機関に尊重されるべき指針 

国、県などが本市に係る計画策定や事業を実施する際に、最大限尊重されるべき指針と

しての役割を果たします。 

 

 

 

第１章 総論 
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第３節 計画の構成と期間 
 

【計画の構成】 
本計画は、「基本構想」「基本計画」及び「実施計画」で構成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【計画期間】 
本計画の計画期間は、2022 年度（令和４年度）から 2025 年度（令和７年度）までとしま

す。 

 

年度 
2018 

（Ｈ30） 

2019 

（Ｒ１） 

2020 

（Ｒ２） 

2021 

（Ｒ３） 

2022 

（Ｒ４） 

2023 

（Ｒ５） 

2024 

（Ｒ６） 

2025 

（Ｒ７） 

基本構想     
 

   

基本計画  
 

   
 

  

実施計画

（事務 

事業） 

    
    

 

 

 

 

１ 基本構想  基本構想は、長期的な展望に基づくまちづくりの基
本的な理念であり、将来都市像を定めたものです。 

市民意識や大きな社会情勢の変化等により、将来都

市像そのものの考えを変える必要が生じた場合には、

見直しを行います。 

２ 基本計画 

基本計画は、基本構想の実現に向けた行政活動の基

本となる政策・施策を体系的に示すとともに、施策の

方向性を定めたものです。４年ごとに見直しを行いま

す。 

３ 実施計画 

実施計画は、基本計画で定めた施策を実現するため

の具体的な手段として、事業計画を策定するもので

す。実施計画は、財政状況の変化等を勘案して毎年度

見直し（ＰＤＣＡ）を行います。 

 
基本構想 

（基本理念・将来都市像） 

 
基本計画 
（政策・施策） 

具
体
化 

実施計画 
（事務事業） 

【毎年度見直し】 

【４年ごと見直し】 

基本構想 

第１期基本計画（４年） 

実施 

計画 

 

実施 

計画 

 

実施 

計画 

 

実施 

計画 

 

第２期基本計画（４年） 

具
体
化 
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第４節 計画の進行管理と行政評価 

 

総合計画を着実に実現していくためには、事業効果を検証し、限られた行政資源（人・モ

ノ・財源）を効率的に配分することで、効果的に事業を進めていく必要があります。 

このため、行政評価（ＰＤＣＡサイクル）により、基本計画や実施計画に掲げている施策・

事業の評価を計画の進行管理体制に基づき行い、計画と予算を連動させ事業を展開していき

ます。 
また、新型コロナウイルス感染症の影響により、世界的な動向において不確実性の高い状

況が続き、変化が速く、確実な予測が難しくなっているため、新規事業の創出や新たな市民

サービスに取り組む際、変化に対して柔軟かつ迅速に対応でき、判断と行動の先送りが減る

ＯＯＤＡ
ウ ー ダ

ループ思考を活用した事業展開も取り入れていきます。 

 

 

■継続事業の成果上昇を図るために活用     
 

 

■迅速な意思決定を図るために活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDCAサイクル：Plan（計画）、Do（実施）、Check（評価）、Action（改善）の頭文字をとったも 

ので、永続的な行政目標の達成に向けて、自ら計画を策定・実行し、改善して 

いく行政経営の方法です。 

OODA
ウ ー ダ

ループ ：Observe(観察)、Orient(状況判断)、Decide(決定)、Act(行動) の頭文字をとった 

ものです。現状を把握・分析し、時代の変化に合わせた新しい政策をより効果的に 

行っていくためのもので、近年は PDCAサイクルを補完する経営手法として注目さ 

れています。 

PDCA サイクル 

OODA ループ 

相互補完的に活用 
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■計画の進行管理体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本構想 

基本計画 

実施計画 

施策課長会議（課長） 

【施策別予算編成会議】 
施策評価 

市 
 

民 
 

等 
 

 
 

事務事業所管課 

（主幹・係長・担当者） 

行政経営会議 
（市長・副市長・教育長・ 

病院事業管理者・担当部長） 

予算編成方針 行政経営方針 

意

見 

事務事業評価 
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第５節 基本構想 
 

１ 将来都市像 

第６次焼津市総合計画の将来都市像は、2018年（平成 30年）に多くの市民のまちづく

りへの思いや希望をのせた意見を集約して誕生しました。第２期基本計画においても、

この将来都市像を継承し、実現に向けて諸施策を進めていきます。 

 

将来都市像 

やさしさ 愛しさ いいもの いっぱい 
世界へ拡げる 水産文化都市 ＹＡＩＺＵ 

 

将来都市像に込められている思い 

・市民がともに支え合いながら、安全で安心して暮らせる、誰にも、地球にも『やさし

い』まちを目指します。 

・「焼津を忘れない気持ち」、「焼津への郷土愛」、「焼津を好きな気持ち」を『はぐくむ』・

『つなげる』まちを目指します。 

・「水産業を起点に発展した文化」を大事につなぎ（継承し）ながら、焼津の軸となる水

産を始め、豊富な地域資源を『活かし』、時代に合った新たな産業やにぎわいを創造

し、地域として成長していきます。 

・市民、事業者、行政がともに、市内外から広くは世界へ「水産文化都市 YAIZU」を発信

し、人・モノ・情報が交流することで、「住み続けたい、住んでみたい、行ってみたい

まち」をつくっていきます。 
 

２ まちづくりの基本理念 

第６次焼津市総合計画のまちづくりの基本理念は、2018年（平成 30年）に「焼津市民

憲章」「焼津市自治基本条例」を踏まえ、次のとおり定められています。 

 

まちづくりの基本理念 

みんなに、地球に『やさしい』 
市民が共に支えあいながら、安全で安心して暮らせる、誰

にも、また、地球にも『やさしい』まちづくりを進めます。 

市民の力を『はぐくむ』 

新しい時代を担い、健康で個性豊かな感性あふれる人づ

くりや市民と行政との協働の原動力となる市民が自ら行

おうとする力を『はぐくむ』まちづくりを進めます。 

地域資源や特性を『いかす』 
自然と共生しながら、恵まれた地域資源、地理的特性を市

民の活力とともに『いかす』まちづくりを進めます。 

人と未来に『つなげる』 

環境、文化、伝統、平和の尊さと恵まれた地域資源を次世

代に引き継ぎ、市内外へ情報発信することにより、人と

人、過去・現在・未来と世界を『つなげる』まちづくりを

進めます。 
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３ 将来人口の目標 
   

（１）本市の人口推移と将来見通し 

    本市の人口は 2010年（平成 22年）の 143,249人をピークに減少局面に入っており、

2018 年（平成 30 年）３月に国立社会保障・人口問題研究所が公表した「将来推計人

口」によると、2045年（令和 27年）時点での本市の総人口は、102,723人と推計され

ています。また、高齢化率は、2045年（令和 27年）には 40％まで増加すると推計さ

れています。 

2020年（令和２年）国勢調査の速報値によると、本市の総人口は 136,891人で、「将

来推計人口」の 134,977人を上回っています。 
 

■焼津市の人口推移 

 
【出典】 総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」 

※2020 年以降は「国立社会保障・人口問題研究所」のデータ（2018 年 3 月公表）に基づく推計値。構成比の数値は、小数

点以下第１位の四捨五入により、値の合計は必ずしも 100%とはならない。 

 

【焼津未来の年表】 

1990年代 1995年頃 生産年齢人口がピークを迎える。 

2000年代 
2005年  ５人に１人が 65歳以上に。 

2008年  旧焼津市と旧志太郡大井川町が合併。 

2010年代 
2010年頃 総人口がピークを迎える。 

2013年頃 ４人に１人が 65歳以上に。 

2020年代 2028年頃 ５人に１人が 75歳以上に。 

2030年代 2030年頃 ３人に１人が 65歳以上に。 

2040年代 

2040年頃 65歳以上人口がピークを迎える。10人に１人が要介護等認定者に。 

2045年頃 人口密度が 1,500人/㎢を下回る。世帯に１世帯が高齢単身者世帯に。 

４戸に１戸が空家に。 

【出典】 第２期焼津未来創生総合戦略（一部加工） 

31,626 

(25%)

30,281 

((23%)
26,269 

(20%)

23,493 

(17%)

21,825 

(15%)

20,738 

(14%)

20,063 

(14%)

18,420 

(13%)

16,610 

(12%)

14,727 

(11%)

13,397 

(11%)

12,215 

(10%)

11,291 

(10%)

10,432 

(10%)

82,043 

（66%）

87,475 

（67％）

92,669 

（69％）

96,066 

（69％）
95,615 

（68％）
93,488 

（65％）
89,377 

（62％） 81,840 

（59％）
77,228 

（57％）
73,333 

（57％）
68,598 

（56％）
63,130 

（54％）
56,426 

（51％）
51,110 

(50%)

10,398 

（8％）

12,350 

（9％）

15,258 

（11％）

19,495 

（14％）

24,011 

（17％）

28,801 

（20％）
33,672 

（24％） 38,648 

（28％） 41,139 

（30％） 41,459 

（32％） 41,356 

（34％） 41,308 

（35％） 41,926 

（38％） 41,181 

（40％）

124,067 

130,106 
134,196 

139,054 
141,451 143,027 143,112 

138,908 
134,977 

129,519 

123,351 

116,653 

109,643 

102,723 

0

20,000

40,000

60,000

80,000
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140,000

160,000
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（S55）
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（S60）
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（H2）
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（H7）
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（H12）

2005

（H17）

2010

（H22）

2015

（H27）

2020

（R2）

2025

（R7）

2030

（R12）

2035

（R17）

2040

（R22）

2045

（R27）

（人）
0～14歳（年少人口）

15～64歳（生産年齢人口）

65歳以上（老年人口）

2020.10 

速報値 

136,891 
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（２）将来目標人口 

    本計画における将来目標人口は、第２期焼津未来創生総合戦略（2020 年～2024 年）

で掲げた目標とします。 

 

将来目標人口 

目標年 
2025年 

（令和７年） 

2045年 

（令和 27年） 

目標人口  （住民基本台帳ベース） 136,000人 119,000人 

社人研推計比（住民基本台帳ベース） +3,000人 +13,000人 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

139,462

134,977

129,519

123,351

116,653

109,643

102,723

142,453

138,323

133,143

127,169

120,579

113,678

106,746

142,453

138,841

135,838

132,283

128,108

123,598

119,360

100,000

105,000

110,000

115,000

120,000

125,000

130,000

135,000

140,000

145,000

150,000

2 015年 2 020年 2 025年 2 030年 2 035年 2 040年 2 045年

将来目標人口

社人研推計準拠 社人研推計（住基人口ベース） 将来目標人口（住基人口ベース）

政策展開による上乗せ 

（参考） 

（人） 

（H27 ）   (R2)      (R7)      (R12)    (R17)    (R22)    (R27) 
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第６節 社会情勢の変化とまちづくりの課題 

 

１ 感染症や自然災害への対応    

  新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大は、人々の働き方や教育のあり方、生活様式

や価値観に至るまで、広く、社会全体に多大な影響を及ぼしています。また、人々の医療

や健康に対する不安、外出自粛に伴う閉塞感など精神的な負担の増加も招くなど、大変厳

しい試練を与えている一方で、デジタル技術を活用した働き方やビジネスモデルの変化、

環境問題への意識の高まり、東京一極集中が変化する兆しなど、未来に向けた変化が大き

く動き始めています。 

本市においても、感染症に対して引き続き万全の対策を行うとともに、社会全体の急速

な変化に対し、スピード感を持ち柔軟に対応していく必要があります。 

  また、これまでの地震、津波対策に加え、近年の気候変動に伴い、全国的に大規模な土

砂災害や河川氾濫が多発していることから、集中豪雨・台風等による水害・土砂災害対策

等の加速化・深化を図り、市民一人ひとりや地域の「自助・共助」の取組を推進するとと

もに、行政の危機管理体制の強化を図っていく必要があります。 

 

２ 地域経済の発展  
  経済のグローバル化や産業のデジタルシフトの急速な進展、事業継続における担い手や

労働力の不足等に加え、新型コロナウイルス感染症の影響により、世界的に人・モノ・の

動きや経済活動が停滞することで、我が国のＧＤＰは、戦後 75年間で最大の落ち込みとな

っており、地方の産業・経済・観光を支える中小企業・小規模事業者は厳しい状況にあり

ます。 

本市における産業は、全国や静岡県と比して、漁業や製造業（主に食品製造）の占める割

合が特に高いことが特徴ですが、本市に拠点を置く企業数や事業所数、本市で働く従業員

数はゆるやかに減少を続けています。 

本市の地域経済の持続的な発展のため、強みである豊富な地域資源を活かし、地場産品

の効果的なＰＲや海外市場を視野に入れた販路拡大、企業誘致の推進のほか、地域産業を

担う人材確保に向け、事業承継への取組や外部人材・二拠点居住者など多様な人材を受け

入れる環境づくりを進めていく必要があります。 

また、2021年（令和３年）に開館したターントクルこども館を軸に、市内外から訪れる

新たな人流を焼津駅周辺の新たなにぎわいの創出や本市の産業・観光の活性化に結び付け

ていく必要があります。 

さらに、新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受けた観光において、ウィズコ

ロナにおけるマイクロツーリズムの推進や長期的な視点でインバウンド需要の取り込みに

向けた準備を進める必要があります。 
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３ 人口減少、少子高齢化への対応 
 

我が国の総人口は、2020年（令和２年）の国勢調査の速報値によると 1億 2,617万人で

あり、同年の全国の出生数は、87万 2,683人で過去最低となっています。総人口に占める

65歳以上人口の割合（高齢化率）は 28.4％と世界で最も高く、今後、医療・年金・介護と

いった社会保障費が増大するほか、労働力人口（生産年齢人口）の減少により、働き手の減

少や税収の減少など様々な分野において深刻な影響が生じると考えられます。   

本市においても、同様な状況であることから、人口減少に歯止めをかけるべく、子育て

世代への支援策の充実や移住・定住の更なる促進などを図る必要があります。また、「人

生 100年時代」を見据え、誰もが生きがいを持ち、長い期間心身ともに健康な状態を保

ち、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを送り続けることができるような仕組みづくりを

進める必要があります。 

 

４ 地球環境の保全への対応  
地球温暖化や生物多様性の減退、マイクロプラスチック海洋汚染などの環境問題は、世界

共通の課題となっています。我が国は年間 12億トンを超える温室効果ガスを排出しています

が、日本政府は 2050年（令和 32年）までにこれを実質ゼロにする「2050年カーボンニュー

トラル」を目標に掲げています。 

本市においても、脱炭素社会の実現に向け、2021年（令和３年）に「ゼロカーボンシテ

ィ」を表明しました。2050年（令和 32年）までに二酸化炭素の排出量を実質ゼロにするた

め、市全体で将来像を共有し、市民や事業者と協調して歩みを進めていく必要があります。 

 

５ Society5.0の実現やＤＸの推進  
国では、先端技術をあらゆる産業や社会生活に取り入れ、経済発展と社会的課題の解決を

両立していく新たな社会として、IoT（Internet of Things）ですべてのモノと人をつなげる

ほか、人工知能（ＡＩ）やビッグデータを活用することで、少子高齢化や地方の過疎化、貧富

の格差などの課題克服を目指す構想である Society5.0の実現を目指しています。また、コロ

ナ禍によりデジタル化の遅れなど我が国が抱える様々な課題が顕在化したことにより、進化

したデジタル技術を活用し、人々の生活をより良いものへと変革させるＤＸ（デジタルトラ

ンスフォーメーション）の推進が強く求められています。 

本市においても、行政サービスにおいて、デジタル技術やＡＩ等を活用して、市民の利便

性を向上させるとともに、業務効率化を図り、人的資源を行政サービスの更なる向上に繋げ

ていくことが必要です。また、労働力人口（生産年齢人口）の減少が進む中、地域産業の活性

化を進めるため、デジタル技術を活用し、水産業、農業、商工業、医療・介護、教育、交通な

ど、あらゆる産業・生活分野において、分野横断的な視点を持ち、イノベーションによる新

たな価値の創出を図るとともに、社会的な課題の解決に取り組む必要があります。 
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６ 誰もが活躍できる地域づくりの推進  
ライフスタイルや個人の価値観の多様化、グローバル社会の進展、外国人住民の増加など

を受けて、国では、性別、年齢、国籍、障害の有無等に関わらず、誰もが活躍できる社会づく

りに向けた取組を進めています。また、一人ひとりが、個性と多様性を尊重され、それぞれ

の能力を発揮でき、生きがいを感じることができる社会づくりを進めています。 

本市においても、地域でお互いを尊重し、認め合い、支え合いながら、生きがいを持った

暮らしができる環境づくりが求められています。また、多様化する市民ニーズに柔軟に対応

するため、地域におけるコミュニティ組織や市民団体、ＮＰＯなどと行政が補完し合いなが

ら誰もが住みやすいまちづくりを推進する必要があります。加えて、市民と行政が、対話の

積み重ねによりそれぞれの役割と責任を納得した上で、共に地域づくりに取り組む必要があ

ります。 

 

７ 効果的な行政運営の推進 
 

新型コロナウイルス感染症拡大という事態に直面し、地方自治体も未曽有の行財政運営を

強いられ、当面は感染症への対応に総力を挙げて取り組みつつも、活力ある地域社会の実現

に向けて地域経済の活性化やＤＸの推進、防災インフラの整備などの防災・減災対策に積極

的に取り組むことが求められています。 

 本市においては、人口減少、少子高齢社会への対応や地域経済の発展、公共施設の維持・

更新などに対する多額な財政需要が見込まれています。 

 このような中で、総合計画を着実に推進するためには、現場重視の考えのもとに事業効果

を検証し、限られた行政資源（人・モノ・財源）を効率的に配分する「行政経営システム」に

より効果的に事業を進めていくとともに、歳出改革や新たな財源確保により、引き続き、健

全財政を維持し、足腰の強い財政運営を進める必要があります。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響により、変化が速く確実な予測が難しくなってい

る状況の中、柔軟な考え方を持ち、現場に即した迅速な市民サービスの提供や事業展開を進

める必要があります。 
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第１節 焼津未来共創プラン 2022について 
 

「焼津未来共創プラン 2022（以下「プラン」という。）」は、将来都市像を実現するための

基本計画として策定し、まちづくりの基本方向を示す政策と、それを具体化するための施策

を体系的に示すとともに、施策が目指す姿（状態）や課題、取組方針などをまとめたもので

す。 

 

第２節 施策横断的な視点  
第２期基本計画においては、社会経済情勢の変化が速く、予測が難しい中、計画の着実な

推進に向け、「新たな日常への転換」、「ＤＸの推進」、「人口減少対策」、「ＳＤＧｓの推進」の

４つの視点を持ち、施策を超えた横断的な取組を、重点的かつ積極的に進めます。 

 
 
１ 新たな日常への転換 

 

新型コロナウイルスへの対策は、変異株の発生などから中期的な期間を要するものに

なると考えられ、ウイルスと闘い共存しながら、社会経済活動を継続していく必要があ

ります。コロナ禍で推奨された人との接触機会の削減は、テレワークよる新たな働き方

の浸透やデジタル技術を活用した新たな産業の創出のきっかけとなる一方で、人との繋

がりの希薄化を招き、これまで積み上げてきた地域力が低下することが懸念されていま

す。 

それらに対応するため、新型コロナウイルス感染症予防対策を引き続き推進するとと

もに、新たな日常に即した社会経済活動、地域活動への取組を進めます。 
 

２ ＤＸの推進 
    

人口減少、少子高齢化の進行による労働力不足の補完や新型コロナウイルス感染症の

影響による官民サービスの非接触化を図るため、市のどの施策においても、官民が連携

した上で、新たなデジタル技術を積極的に活用し、市民サービスの向上や生産性の向上

等を図っていく必要があります。 

   ＤＸの推進にあたっては、「焼津市ＤＸ推進計画（仮）」（令和４年～令和７年）を実行

計画として、市内全体で取組を進めます。 

 

 

 

 

 

第２章 焼津未来共創プラン 2022 
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３ 人口減少対策 
   

少子高齢化に的確に対応するため、人口の減少に歯止めをかけるとともに、関係人口

の拡大を図り、住みよい環境を確保して、移住・定住を促進し、将来にわたって活力ある

社会を維持する地方創生への取組が必要です。 

地方創生の推進にあたっては、「第２期焼津未来創生総合戦略」（令和２年～令和６年）

を実行計画として、市内全体で取組を進めます。 
 
４ ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の推進 

 
ＳＤＧｓ は、英語の「Sustainable Development Goals（サステナブル ディベロッ

プメント ゴールズ）」の略で、日本語で「持続可能な開発目標」といいます。ＳＤＧｓ 

は「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現を目指すもので、

先進国、開発途上国すべての国々を含めた全世界共通の目標として、2015年（平成 27年） 

９月に開催された国連サミットで採択されました。ＳＤＧｓ は、17 のゴールを頂点に、

より具体的で詳細な 169 のターゲットにより構成されており、その達成には国際機関、

国、産業界、自治体と市民が一丸となって取り組むことが求められています。 

 本市においても、国が定めた方針を把握しつつ、総合計画の施策とＳＤＧｓの目標を

関連付けて、本市の特徴や現状を踏まえて、達成に向けた取組を進めます。 
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第３節 政策 

将来都市像を実現するため、６つの政策を掲げます。  
１ 共に支え合い豊かに暮らせるまちづくり 

市民が自ら生活習慣病の予防や健康の保持・増進に取り組むことを支援し、医療が必要

なときは、適切な治療が受けられる地域医療体制の充実を進めます。 

誰もが健康で住み慣れた地域で豊かに暮らすことができるように、健康長寿の推進と市

民ニーズに対応した福祉サービスの充実を図るとともに、地域で支え合うまちづくりに取

り組みます。 

 

２ 安心して子育てができ、子どもが心豊かに育つまちづくり 

若い世代が家庭を持ち、子どもを産み育てたいという希望をかなえるため、結婚、妊娠、

出産、子育てまでの切れ目のない子育て支援の推進に取り組みます。 

将来を担う子どもたちが新たな時代を生きる力（確かな学力、豊かな感性、健やかな体）

を身につける教育を推進し、学習環境の充実を図ります。 

子どもや保護者の不安や悩みに寄り添う相談体制の充実を進め、安心して子育てができ、

子どもが心豊かに育ち、学び、いきいきと生活できるまちづくりに取り組みます。 

 

３ 生きがいを持って暮らせるまちづくり 

人生 100 年時代を見据え、生涯にわたり趣味や学び、芸術文化活動、スポーツに取り組

むことができる機会を充実し、市民の誰もが心身ともに健康で生きがいを持ちながら笑顔

があふれ、豊かに暮らすことができるまちづくりに取り組みます。 

 

４ 産業の振興と地域資源を活用したまちづくり 

基幹産業である水産業をはじめ、農業、商工業のさらなる発展に向けた支援や様々な産

業や食文化、温泉などの多彩な地域資源を活用し、国内外に向け効果的なプロモーション

をすることで地域経済の活性化と交流人口の増大を図ります。 

企業誘致や勤務地にとらわれない新たな働き方の推進、勤労者福祉の向上により、若者

にとって魅力的な働く場所の創出や女性、シニア、外国人など多様な人材が働きがいを実

感でき、活躍できる環境づくりを進め、産業と人が集まり活気とにぎわいのあるまちづく

りに取り組みます。 
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５ 安全安心で快適に暮らせるまちづくり 

地震や集中豪雨等の自然災害に対する防災・減災対策の推進や交通安全、防犯などの日

常生活における啓発を推進するとともに、住民の暮らしを支える社会基盤の計画的な整備

や公共交通サービスの適切な提供に取り組みます。 

計画的な都市形成や適正な土地利用による良好な住環境の整備を進めるとともに、脱炭

素化や資源循環を促進し、環境への負荷の低減を図り、自然環境の保全に努め、安全安心

で環境に配慮したまちづくりに取り組みます。 

 

６ 市民と共につくり未来へ繋ぐまちづくり 

市民と行政がそれぞれの役割と責任を分担し、相互に補完し合いながら、共にまちづく

りを進めます。 

性別や年齢、国籍、障害等の有無などにとらわれず、誰もがお互いを尊重し認め合い、連

携し支え合うことのできる社会の実現への取組を進めます。 

  Society5.0社会を見据え、市民サービスの向上や地域経済の活性化等に向け、デジタル

技術の積極的な活用を推進するとともに、総合計画の着実な実現、「行政経営システム」に

よる健全な財政運営、市民目線で考え行動できる職員の育成、行財政改革及び広域的課題

に対応するための周辺自治体との連携を進め、市民と共に未来を展望したまちづくりに取

り組みます。 
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第４節 プランの体系 
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第５節 施策 

 

１ 施策の構成 

区分 内容 

関連するＳＤＧｓ 
施策の取組内容がどの ＳＤＧｓに関連するかアイコンで示して

います。 

 施策が目指す姿（状態） 
施策が目指す理想の姿（状態）を「対象」「目指す姿（状態）」で

示しています。 

 成果指標（ＫＰＩ） 施策が目指す姿（状態）の達成度を測定する指標を示しています。 

 現状と課題 施策の「現状」と「課題」を示しています。 

 施策の方針 課題を解決していくための取組の方向性を示しています。 

 基本事業 
施策の目的を実現するための手段となる基本事業を示していま

す。 

 役割分担 
市民（事業者）に期待する役割、行政が果たすべき役割を示して

います。 

 関連する個別計画 施策に関連する計画を示しています。 
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■関連するＳＤＧｓ 

 
 

■施策が目指す姿 

対象 目指す姿（状態） 

市民 心身ともに健康に暮らしている 

 

■成果指標    

指標名 
現状値 

2020年度（令和２年度） 

目標値 

2025年度（令和７年度） 

自分自身が心身ともに健康だと

思う割合 
74.6％ 増加 

生活習慣病による死亡者数 

（75歳未満） 
224人 減少 

 

■現状と課題  

現状 

●新型コロナウイルス感染症の影響により、市民の健康に対する関心や不安が高まっ

ています。 

●生涯にわたって生き生きと暮らすためには、市民一人ひとりが日ごろから意識を持

ち、健康であることが求められています。 

●本市の生活習慣の乱れが原因で起こる糖尿病の有病者数は県平均を上回っていま

す。また、新たに人工透析が必要となった人の半数以上は、糖尿病による腎機能の

悪化が原因となっています。 

●特定健診・がん検診受診率は向上していますが、県平均より低い状況です。 

●高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施について県内でもいち早く取り組んで

います。 

課題 

●感染症予防対策の推進 

●自ら健康づくりに取り組む意識の醸成 

●健康増進に取り組むきっかけづくり 

●健診（検診）受診率向上の体制整備 

●高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策名 1-1 健康で豊かな暮らしの実現 
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■施策の方針                ※共通事項：施策横断的な視点を持って取り組む 

●新型コロナウイルス感染症等の拡大を防ぐため、予防接種や感染症対策用品の配備・備蓄を

推進します。 

●健康づくりや疾病予防に対する意識を高めるため、地域と連携を図り、健康づくりの普及・

啓発に取り組みます。 

●自らの健康状態や体力を気軽に確認でき、健康や生きがいづくりのきっかけとなる活動拠点

を整備します。 

●生活習慣病等の早期発見・早期治療による重症化予防のため、健診（検診）が受けやすい体

制整備と更なる啓発を進めます。 

●健康寿命の延伸を図るため、国保データベースの分析結果に基づく保健師や管理栄養士によ

る高齢者への健康相談、訪問指導、地域での介護予防等の集団指導を実施します。 
 
■基本事業  

基本事業名 主な内容 

感染症予防対策 予防接種の実施、感染症対策用品の配備・備蓄など 

健康づくりの普及・啓発 
健康相談、健康講座、保健委員協議会活動、食育推進事業、食

生活推進協議会活動、高齢者口腔ケア教育など 

健康づくりの拠点整備 健康や生きがいづくりに繋がる機能の整備 

疾病予防・重症化予防対策の 

充実 

特定健診・特定保健指導、がん検診、成人歯科健診、健診（検

診）結果に基づく訪問指導・健康教育など 

後期高齢者の保健事業と介護 

予防の一体的な実施 
栄養・健康相談、訪問指導、集団健康教育 

 
■役割分担 

主体 役割 

市民 

市民 

●セルフチェックや積極的な健診（検診）の受診により、自らの健康状態を知

り、必要に応じて早期治療に努めます。 

●日頃から生活習慣（食生活・運動）に留意し、健康づくりに努めます。 

●健康に関する知識を付け、「自らの健康は自らが守る」という自覚を高めま

す。 

関係 

機関 

●医師会等の関係機関は、市と連携し、受診しやすい健診（検診）体制を整備し

ます。 

行政 

●感染症予防対策を推進します。 

●生活習慣病や健康づくりについて正しい知識の普及を図ります。 

●関係機関と連携し、受診しやすい健診（検診）体制を整えます。 

●健診・医療・介護データ等に基づく、健康づくりに関する相談や訪問指導、健康教

育等を実施します。 
 
■関連する個別計画 

●やいづ健康いきいきプラン 

（第３次焼津市健康増進計画、第３次焼津市食育推進計画、第１次焼津市歯科口腔保健計画） 

●焼津市第２期保健事業実施計画（データヘルス計画） 
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■関連するＳＤＧｓ 

 
 

■施策が目指す姿 

対象 目指す姿（状態） 

市民 必要なときに安心して医療を受けることができる 

 

■成果指標    

指標名 
現状値 

2020年度（令和２年度） 

目標値 

2025年度（令和７年度） 

焼津市の医療体制が整っている

と思っている人の割合 
53.9％ 増加 

かかりつけ医をもっている市民

の割合（40歳以上） 
70.0％ 増加 

 

■現状と課題  

現状 

●新型コロナウイルス感染症の影響による地域医療体制の充実に対する関心が高まっ

ている中、医師会等の関係機関との連携を強化し、感染症対策等に取り組んでいま

す。 

●市民の地域で高度な医療を受けたいという医療の質の確保に対するニーズの高まる

中、市立総合病院は地域の基幹病院として、高度医療の提供や地域医療の拠点とし

ての役割を果たすことが求められています。 

●休日・夜間における救急医療体制は、休日当番医や救急医療センターにより、一定

の水準を確保しています。 

●高齢化の進行等により、在宅療養の需要が増加しており、医療と介護の連携が求め

られています。 

●生活習慣病等の割合が増加する 40歳以上において、日常的に様々な健康について相

談でき、病気の早期発見・早期治療や必要に応じた適切な病院等との連携に繋げる

ことができる、かかりつけ医を持つことが重要となっています。 

●大規模災害等の発生時でも適切な医療の提供体制を確保できるよう、平時から地域

や広域の各病院、関係機関との連携が求められています。 

課題 

●地域医療体制の充実 

●志太榛原圏域における病院の機能分担と連携体制の強化 

●志太榛原圏域における救急医療体制の維持 

●在宅医療と介護連携の推進 

●かかりつけ医等の重要性の啓発 

●災害時に備えた災害医療体制の整備 

 

 

 

 

施策名 1-２ 安心で良質な医療の提供 
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■施策の方針                ※共通事項：施策横断的な視点を持って取り組む 

●地域医療の核を担う市立総合病院は、かかりつけ医との連携を図るとともに、診療体制の強

化や高度医療の提供、新病院建設に向けた準備に取り組みます。 

●志太榛原圏域の各病院の特色を活かした役割分担により、地域全体で良質な医療を安心して

受けられる体制づくりを進めます。 

●休日・夜間においても、市民が適切な医療を受けられるよう、地域の医療機関と連携し、救

急医療体制を維持します。 

●急性期を脱した患者が円滑に在宅生活に移行できるよう在宅医療体制の整備と介護との連携

を推進します。 

●日常的な医療や健康の相談などができるかかりつけ医等の重要性について周知し、普及を図

ります。 

●災害医療において、災害拠点病院である市立総合病院、救護病院及び救護所を運営する関係

機関との連携強化と広域受援体制の整備を進めます。 

 

■基本事業  

基本事業名 主な内容 

市立総合病院の充実 
病診・病病連携の推進、高度医療に対応した医療機器の更新、

新病院の建設に向けた準備など 

各病院の機能分担と連携体制の 

強化 

医療救護対策委員会の開催、志太榛原地域第二次救急医療施設

運営事業担当部課長会議の開催など 

救急医療体制の維持 初期救急医療対策事業、第二次救急医療対策事業など 

在宅医療と介護連携の推進 研修会の開催を通じた多職種連携の強化など 

かかりつけ医等の普及 市民及び関係機関に対する啓発など 

災害医療救護体制の整備 
救護所の開設訓練、医薬品及び医療材料等の備蓄、市立総合病

院の防災訓練など 

医療保険制度の維持 国民健康保険制度の健全な運営など 

 

■役割分担 

主体 役割 

市民 

市民 
●かかりつけ医等をもち、日頃の医療・健康管理について相談します。 

●地域医療を守るため、適正な救急車の利用や救急受診を心掛けます。 

関係 

機関 

●医師会等の関係機関は、地域の医療機関や市立総合病院、行政と連携を図り

ながら、地域医療体制の充実に取り組みます。 

行政 

行政 

●各病院や関係機関と連携し、安定した医療提供体制の充実を図ります。 

●災害発生時に備え、災害医療救護体制を整備します。 

●在宅医療と介護の連携を推進します。 

●国や県と連携し、医療保険制度を維持します。 

市立

総合

病院 

●市立総合病院は、健全な経営に努め、地域医療の拠点及び災害拠点病院とし

ての役割を果たします。 

 

■関連する個別計画 

●焼津市立総合病院中期経営計画 
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■関連するＳＤＧｓ 

 
 

■施策が目指す姿 

対象 目指す姿（状態） 

高齢者 住み慣れた地域で、自らの意思に沿った豊かな生活を送る 

 

■成果指標    

指標名 
現状値 

2020年度（令和２年度） 

目標値 

2025年度（令和７年度） 

高齢者数に対する介護保険認定

者の割合（75歳から 79歳） 
8.7％ 減少 

市内の通いの場の数  166箇所 236箇所 

 

■現状と課題  

現状 

●2020年（令和２年）の高齢化率は 29.7％であり、2040年（令和 22年）には、34.8%

まで高まり、高齢者人口は約４万人で推移することが予測されています。 

●団塊世代が 75歳以上となる 2025年（令和７年）に向け、高齢者が住み慣れた地域

で、いきいきと暮らし続けられるよう、地域における介護予防への取組、生活を支

える体制づくりが求められています。  

●高齢者ひとり暮らし世帯及び高齢者のみ世帯は、今後も増加することが見込まれ、

社会的孤立者への対応が求められています。 

●認知症高齢者は年々増加しており、軽・中度の人の増加が顕著となっています。 

●住み慣れた自宅で最後まで暮らすことを希望する人が半数となっている一方で、市

内の在宅医療に対応する医療機関は増えていません。 

●少子高齢化により、介護サービスの担い手不足が深刻化することが懸念されます。 

課題 

●生活に必要な機能の維持・回復を目指すフレイル（心身の衰え）予防の取組 

●高齢者の日常生活を支える体制の構築 

●認知症予防及び受容並びに在宅医療介護を推進する専門職間や関係団体との連携 

●安定した介護サービスの提供と介護人材の確保・定着 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策名 1-3 すこやか長寿社会の推進 
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■施策の方針                ※共通事項：施策横断的な視点を持って取り組む 

●高齢者の社会参加の促進やフレイル予防が図れるよう、地域が主体となる高齢者の交流の場

や生活に必要な機能の維持・回復に取り組む場の創出を支援します。 

●高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、社会資源を増やし、地域住民が主体の地

域ささえあい協議体の充実により、日常生活を支える体制を整備します。 

●認知症になっても、地域で安心して生活を送ることができるよう、相談体制の充実を図ると

ともに、多職種による在宅医療、介護連携を推進し、包括的な支援を行う連携のしくみづく

りに取り組みます。 

●在宅生活に必要な介護サービスを確保するための基盤整備とともに、介護人材のすそ野の拡

大と育成を一体的に進め、人材の確保・定着を図ります。 

 

■基本事業  

基本事業名 主な内容 

健康寿命の延伸 
フレイル予防の取組、焼津ころばん体操の普及、リハビリテー

ション専門職の派遣、老人クラブの活動支援など 

生活支援体制の整備 

地域ささえあい協議体の活動支援、介護予防・生活支援サービス事

業の実施、ほほえみサービスの提供、買い物支援等の移動支援の取

組など 

高齢者を支えるネットワーク 

の充実 

地域包括支援センターの運営、多職種連携による在宅医療・介

護連携の推進、認知症の早期発見・早期対応の体制充実など 

介護サービス基盤整備の推進 
介護施設等の整備、ケアマネジャー研修会・介護入門的研修会

の開催、介護サービスの安定提供など  

 

■役割分担 

主体 役割 

市民 

市民 
●自身の体の変化を知り、積極的に健康維持・フレイル予防に取り組みます。 

●困ったときは、抱え込まないで誰かに相談します。 

地域 ●支援を必要とする高齢者を見守り、日常生活を支えていきます。 

事業者 
●介護従事者の質の向上と定着に努め、安定したサービス提供を行います。 

●社会福祉法人は、社会福祉事業の実施とともに地域貢献に努めます。 

行政 

●介護予防の取組を充実し、健康寿命の延伸を促進します。 

●高齢者の社会的孤立を防ぎ、地域における生活支援体制を整備します。 

●高齢者を地域で包括的に支援できるよう、専門職や地域によるネットワークを構築

します。 

●必要なサービスを安定して提供できる体制を整えます。 

 

■関連する個別計画 

●第４次焼津市地域福祉計画 

●第９期焼津市高齢者保健福祉計画 

●第８期焼津市介護保険事業計画  

●第４次焼津市障害者計画 

●焼津市第２期保健事業実施計画（データヘルス計画） 
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■関連するＳＤＧｓ 

 
 

■施策が目指す姿 

対象 目指す姿（状態） 

支援を必要とする

人及び市民 
支え合い共に暮らす 

 

■成果指標    

指標名 
現状値 

2020年度（令和２年度） 

目標値 

2025年度（令和７年度） 

障害者自立支援給付サービス利

用により自立している人の割合 
13.0％ 14.5％ 

生活困窮者自立支援事業のサー

ビス活用により自立生活を継続

できた人の割合 

93.9％ 増加 

 

■現状と課題  

現状 

●療育手帳や精神障害者保健福祉手帳の所持者は増加傾向にあります。 

●障害のある人の保護者の高齢化による家庭における介護力の低下が進む中、個々の

状況に応じたサービス提供が求められています。 

●障害者雇用における雇用者数・実雇用率は増加傾向にあります。また、障害のある

人が社会の一員として活躍するための支援が求められています。 

●核家族化や近所付き合いの希薄化が進む中、相互に理解し合い、互いを支え合う地

域力が求められています。 

●新型コロナウイルス感染症の影響により、生活困窮者が増加しており、貧困の解消

に向けた取組が求められています。 

●判断能力が十分でない人への財産の管理や契約等の支援が求められています。 

課題 

●障害のある人の地域生活支援の充実  

●障害福祉サービスの提供体制の充実  

●障害のある人の就労機会の確保    

●地域住民が支え合う体制づくり 

●生活困窮者への包括的支援体制の強化 

●成年後見制度等の利用促進 

 

 

 

 

 

 

 

施策名 1-４ 共に生きる社会の推進 
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■施策の方針                ※共通事項：施策横断的な視点を持って取り組む 

●障害のある人が地域で自立した生活が送れるよう、困った時に地域で相談できる相談支援体
制を充実するとともに、個々の状況に応じた柔軟なサービス提供や安定した生活に向けた各

種手当や助成等の経済的支援を行います。 

●地域生活におけるニーズの把握に努め、関係機関や民間事業者と連携し、障害福祉サービス

の提供体制の充実を図ります。 

●障害のある人が個々に合った就労ができるよう、障害福祉サービスの利用促進や就労支援機

関との連携による支援を行います。また、安心して働き続けられる環境を整えるための支援
を関係機関と取り組みます。 

●地域共生の重要さの理解を深めてもらうことにより、地域で支え合う体制づくりに取り組み
ます。 

●生活困窮者が抱える実情を総合相談窓口において早期に把握し、関係機関と連携の上、自立
に向けた支援を包括的に実施します。 

●判断能力が十分でない人の権利を擁護するため、関係機関と連携し、成年後見制度等の啓発
や体制整備を進めます。 

 
■基本事業  

基本事業名 主な内容 

障害者への自立支援 
相談支援体制の充実、自立支援給付、医療費助成・各種手当の支

給、地域における福祉教育や交流事業の実施など 

障害福祉サービス提供施設の 

確保 

障害福祉サービスの確保、施設開設・運営支援の検討（短期入

所・グループホーム・重症心身障害児者の生活介護等）など 

障害特性に合った雇用機会の 

提供 

障害福祉サービス（就労移行支援、就労定着支援、就労継続支援
等）の活用、就労支援機関との連携など 

地域で支え合う体制づくり 
災害時要援護者避難計画個別計画の作成の推進、福祉避難所の整
備など 

生活困窮者への自立支援 
生活保護事業、自立相談支援事業、住居確保給付金の支給、家計
改善支援事業、子どもの学習・生活支援事業など 

成年後見制度等の機能強化 成年後見制度利用支援事業 
 
■役割分担 

主体 役割 

市民 

市民 
●地域福祉活動・ボランティア活動に参加します。 

●障害者就労施設等で作られた物品等に関心を持ち、購入します。 

地域 ●地域で、困りごとを抱えている世帯の見守りや社会参加を促進します。 

事業所 
●企業は、障害のある人の適性に応じた雇用環境の提供に努めます。 

●障害福祉サービス提供事業所は、適切なサービス提供を行います。 

社会福祉 

協議会 

●地域共生社会の実現に向け、市民一人ひとりの福祉への理解・関心を高め、
地域力の向上を図り、それぞれの地域で力を発揮できるよう支援します。 

●地域住民及びその地域の関係者と連携・協働し、地域の課題解決に取り組み
ます。 

行政 

●障害のある人への相談支援やサービス提供の充実を図るとともに、地域共生社会の

実現に取り組みます。 

●障害者就労施設等から物品等を率先して購入します。 

●静岡福祉大学などの関係機関と連携し、福祉人材の育成を図ります。 

●生活困窮者の早期の生活再建に向け、丁寧な相談支援・包括的支援を行います。 
 
■関連する個別計画 

●第４次焼津市地域福祉計画 ●第４次焼津市障害者計画 ●第６期焼津市障害福祉計画 

●第１期生きるを支える やいづきずなプラン ●第１次焼津市成年後見制度利用促進基本計画 
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■関連するＳＤＧｓ 

 
 

■施策が目指す姿 

対象 目指す姿（状態） 

子育て世代 安心して、子どもを産み育てることができ、地域全体で支えられている 

 

■成果指標    

指標名 
現状値 

2020年度（令和２年度） 

目標値 

2025年度（令和７年度） 

安心して産み育てることができると
思っている人の割合（高校生以下の
子どもがいる世帯） 

76.7％ 77.0％ 

子育てを支える市民人材登録者数 239人 550人 

 

■現状と課題  

現状 

●合計特殊出生率の低下とともに、出生数の減少が続いています。 

●市民意識調査によると、高校生以下の子どもがいる世帯の約８割が「安心して産み育

てることができる」と回答しています。 

●市の体制として、子育て支援、幼児教育・保育の提供、子育て相談窓口一元化などの

施策を一体的に担う組織としています。 

●ターントクルこども館が注目される中で、多くの市民や市内企業から子育て施策に対

する理解・支援が広まっています。 

●子育てに関する悩みの解消と子どもの成長や特性に合った支援が求められています。 

●若年のひとり親世帯が年々増加し、経済的な困窮とともに養育力の欠如や地域からの

孤立、子どもの貧困が懸念されています。 

●少子化の進行や幼児教育・保育の無償化に伴い、公立幼稚園の利用者は年々減少し、

一定規模の集団教育の提供ができなくなることが予測されています。 

●特別な支援が必要な園児を預かる教育・保育施設に対する運営支援が求められていま

す。 

●共働き世帯が増加する中で、放課後児童クラブの利用者が増加しています。 

課題 

●結婚して出産を望む方々の希望がかなう環境づくりと効果的な情報発信 

●子どもたちが結婚や子育てなど、将来を考えるきっかけづくり 

●地域全体で子育てを支える環境づくり 

●子育て世帯に対する相談体制と情報提供の充実 

●低所得のひとり親世帯や子どもの貧困の実態把握と支援 

●幼児教育・保育の質の確保・向上 

●放課後児童対策の充実 

 

 

 

施策名 2-1 みんなで支える子育て環境の充実 
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■施策の方針                ※共通事項：施策横断的な視点を持って取り組む 

●結婚・妊娠・出産・子育てまで切れ目のない支援に取り組むとともに、市内外に向けて支援
内容の効果的なプロモーションを実施します。 

●子どもたちが、結婚や子育てへのあこがれなど、自身の人生を思い描けるような様々な機会
を提供します。 

●子育て支援拠点の運営に高齢者等の多様な主体の参画を促し、そこで習得した知識や技術を
活かし、身近な地域で子育て支援が出来る人づくりと環境づくりを推進します。 

●子どもや保護者が抱える様々な不安や悩みを軽減できるような相談支援、情報提供の充実に
取り組みます。また、支援者の力量形成などを図ります。 

●低所得のひとり親世帯や子どもの貧困の実態を把握し、支援施策を検討します。 

●少子化の進行を踏まえ、「公立幼稚園のあり方」を「公立の幼児教育・保育の提供のあり方」

として改訂・検討を行います。 

●放課後児童クラブの利用拡大に対応し、対象小学校区への施設整備の支援及び支援員の確保

を図ります。 
 
■基本事業  

基本事業名 主な内容 

結婚・妊娠・出産・子育てま 

で切れ目のない支援の充実 

出会い・結婚サポート事業、不妊・不育症治療費助成、地域周産期

母子医療センター運営、妊産婦健康診査助成、乳児家庭全戸訪問、

予防接種（任意接種）への助成、子ども医療費の無料化、幼稚園・

保育園の保育料無償化、各種情報発信、子どもの貧困の実態把握、

ライフデザインセミナー、子育て短期支援事業など 

子育て支援拠点の充実 
ターントクルこども館の運営、子育て支援センターの運営、児
童センターとまとぴあの運営など 

地域全体で子育てを応援する 

環境づくり 

ファミリーサポートセンター事業、子育て応援派遣事業、あか
ちゃんえきの普及など 

子育て相談体制の充実 
母子健康・栄養相談、心理相談、育児相談、ことばの相談、発達の

相談、こども・家庭相談、虐待相談、青少年の教育相談など 

保護者等の養育力の育成 
子育てを支援する講座の開催、家庭教育学級運営事業、子育て

グループ支援事業など 

幼児教育・保育の充実 
幼稚園・保育所（園）の運営、保育士等の指導・研修、公立幼

稚園・保育園のあり方検討 

放課後児童対策の充実 
放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）、放課後子ども教
室推進事業 

 
■役割分担 

主体 役割 

市民 

保護者 

●親子がともに成長するための学びの場に参加し、子育てに関する基礎的な知
識や技術、子どもが社会生活を営んでいくための基本的なルール等を身につ

けます。 

地域 
●子育てに関する情報の収集・提供に努め、地域全体で子ども・子育て世帯を

見守り、支えます。 

事業者 
●子育て世帯が働きながら子育てしやすい職場づくりや雇用環境をつくりま

す。また、地域の子育ての取組みを応援します。 

行政 

●安心して子どもを産み育てることができる環境の整備に取り組みます。 

●地域資源を活かして、市民と協働で子どもの育ちと子育てしやすい環境づくりを進

めます。 

 

■関連する個別計画 

●第２期焼津市子ども・子育て支援事業計画 
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■関連するＳＤＧｓ 

 
 

■施策が目指す姿 

対象 目指す姿（状態） 

市内小・中学校の

児童・生徒 
学力・体力を身につけ、優しさと強さをもつことができる 

 

■成果指標    

指標名 
現状値 

2020年度（令和２年度） 

目標値 

2025年度（令和７年度） 

授業に一生懸命取り組んでいる

児童・生徒の割合 
― 85％ 

失敗を恐れず、挑戦するように

している児童・生徒の割合 
― 80％ 

 

■現状と課題  

現状 

●「授業の内容がよくわかる。」と感じている児童・生徒が増加しています。 

●35歳未満や経験が少ない教員が増加している。35歳未満の教員は、2026年度(令和

８年度)には 41.2％になると推計されています。 

●2020年度（令和２年度）、全小・中学校の校内通信ネットワークと児童・生徒に１人

１台の端末を整備し、教育のＩＣＴ化を推進しています。 

●新体力テストの結果、児童・生徒に体力の低下が見られます。 

●不登校等配慮を必要とする児童・生徒及び家庭の増加に対し、きめ細やかな対応を

行うため、2021年度（令和３年度）に家庭・子ども支援課を新設しました。 

●自席で落ち着いて学習に取り組むことができない小学１年生が増加しているため、

市内全小学１年生の学級に１人ずつサポーターを配置しています。 

●言葉の壁や生活習慣の違いから、学校生活に適応することが難しい外国人児童・生

徒等が年々増えています。 

●トイレの洋式化や教室のロッカー改修等の生活・学習環境等の整備に対する要望が

増えています。 

課題 

●児童・生徒が主体となる授業実践の推進 

●地域の協力などによる魅力ある授業づくり 

●若手教員の指導力の向上 

●教育ＩＣＴ機器の効果的な活用推進 

●小・中学生の体力の向上 

●配慮を必要とする児童・生徒や家庭に対する支援の充実 

●外国人児童・生徒等に対する学校生活における支援の充実 

●安全安心で快適な学習・生活環境の整備の充実 

 

 

 

 

 

施策名 2-2 学校教育の充実 
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■施策の方針                ※共通事項：施策横断的な視点を持って取り組む 

●「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った授業の実践を目指します。 

●専門的知識等を有する方や地域の協力などで、より魅力ある授業の実現を目指します。 

●若手教員等に対し、授業参観を通しての指導や一斉研修会を開催し、指導力の向上を図ります。 

●児童・生徒が学習内容の理解を深めたり、主体的に学習に取り組めたりするように、教育ＩＣＴ

機器の効果的な活用方法を研究し、各校の実践を支援します。 

●楽しみながら運動に取り組むことができるように、授業や行事を工夫します。また、生徒が希望

する部活動に取り組めるように、地域部活動や合同部活動体制を整備します。 

●配慮を要する児童・生徒及び家庭に対して、関係機関が緊密に連携していきます。また、小１サ

ポーターをはじめとする支援員や心の教室相談員等の配置を図ります。 

●外国人児童・生徒等が、学習に支障をきたすことなく、学校生活へ適応できるように、言葉や生

活様式の指導・支援を行います。 

●安全安心で学習・生活しやすい快適な環境を維持・確保するため、トイレの洋式化をはじめとす

る学校の施設・設備の充実を図ります。 
 
■基本事業  

基本事業名 主な内容 

魅力ある授業の推進 管理職等研修、学校訪問指導、研究発表会、各種研修会、地域との連携 

地域との連携推進 
コミュニティスクール（学校運営協議会・地域学校協働活動）、地域

学習 

若手教員の指導力向上 教職経験２･３年目等若手教員指導 

ＩＣＴ機器の効果的な活用 １人１台端末の効果的な活用の推進、ＩＣＴリーダー研修、学校への支援 

児童・生徒の体力の向上 体育授業の充実、各種健康診断の実施、部活動の在り方検討 

配慮を要する児童・生徒及 

び家庭の支援の充実 

家庭訪問支援等、小１サポーター、特別支援教育支援員、心の教室

相談員、適応指導教室、就学支援、就学援助 

外国人児童・生徒等の支援 

の充実 
外国人児童・生徒等支援、プレスクール、日本語指導教室 

安全安心で快適な教育環境 学校の施設・設備の修繕・改修(トイレの洋式化など) 
 
■役割分担 

主体 役割 

市民 

保護者 

●子どもの取組や挑戦を温かく見守り、発達段階に応じた望ましい生活・学習習

慣を身に付けさせます。 

●子どもとの会話・対話を通して、気持ちや考えを認め励まし、子どもの将来の

夢の実現を応援します。 

●子どもを地域の活動に積極的に参加させます。 

地域 

●子ども達に地域での学びの場や活動を提供し、「伝える」「教える」「見守る」こ

とを通して、地域においても子どもたちを育てます。 

●「読み聞かせ」や「学習ボランティア」等、特技を活かして教育活動を支えま

す。また、「地域学習」等で児童・生徒の学校外の活動を支援します。 

●「子ども見守り隊」等の活動により、安全安心な学校に向けて支援します。 

行政 

●学校が質の高い教育を実践することで、児童・生徒の学びを保障するとともに、多様性

を認め、将来の夢を実現できるよう支援します。 

●学校及び児童・生徒が必要とする支援員の配置や子育てに苦慮している保護者との面談

など、個々の児童・生徒や家庭に応じた指導・支援を進めます。 

●小中学校の施設・設備の充実を通して、安全安心な学習環境を確保・維持します。 

●食の大切さについて学ぶ食育指導と、地域の産物を取り入れた、安全で栄養的にも優れ

た学校給食の提供を行います。 
 
■関連する個別計画 

●焼津市教育大綱 
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■関連するＳＤＧｓ 

 
 

■施策が目指す姿 

対象 目指す姿（状態） 

市民 生きがいを持ち心豊かに暮らしている 

 

■成果指標    

指標名 
現状値 

2020年度（令和２年度） 

目標値 

2025年度（令和７年度） 

生きがいを感じている市民の割 

 合 
67.5％ 増加 

公民館・図書館・天文科学館・

こども館の利用者数（合計） 
565,212人 929,000人 

 

■現状と課題  

現状 

●人生 100年時代を見据え、市民が生涯にわたって笑顔あふれる豊かな暮らしを送れ

るよう、健康を維持し、生きがいをもつことができる取組を進めています。中で

も、おおむね 50歳以上の世代を「新元気世代」と定め、早い段階からセカンドライ

フを充実させるための趣味づくりや社会参加、健康維持の取組をはじめられるよ

う、支援しています。 

●新型コロナウイルス感染症の影響により、公民館や図書館、天文科学館の利用者数

は大きく減少していますが、感染防止対策を徹底しながら、市民の学習・活動機会

の確保に努めています。 

●公民館や図書館、天文科学館では、ライフステージに応じた学習機会を提供してい

ます。特に市内にある９つの公民館では、各種講座や学級を開催し、地域における

学習・活動の拠点施設となっています。 

●市内の図書館と各公民館図書室の相互連携により、市民が身近な地域でも図書を借

りることができます。また、2021年（令和３年）にオープンした「ターントクルこ

ども館」内に、こども図書館「やいづ えほんと」を整備し、絵本を通じた多様な体

験を提供しています。 

●学習拠点である公民館、図書館、天文科学館には交流拠点としての機能が求められ

ています。 

課題 

●生きがいづくりの機会の提供 

●公民館の機能の拡充 

●図書に親しむ機会の充実と利便性の向上 

●天文・科学に親しむ機会の充実と満足度の向上 

 

 

 

 

施策名 3-1 生きがいづくりの推進 
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■施策の方針                ※共通事項：施策横断的な視点を持って取り組む 

●おおむね 50歳以上の新元気世代が、健康で笑顔あふれる豊かな暮らしを送れるよう、生きが

いづくりや社会参加、健康維持につながる取組を支援します。 

●ライフステージに応じた学習機会を提供するとともに、公民館は市民のニーズに基づいて機

能を拡充し、地域活動の拠点施設として更なる利便性の向上を図ります。 

●図書に親しむ機会の創出のため、図書館、公民館図書室及びこども図書館「やいづ えほん

と」などが連携し、身近な読書環境づくりを進めるとともに、デジタル技術を活用して、利

便性の向上を図ります。 

●天文科学館が中心となり、ボランティアや天文科学の専門機関と連携した学習機会の提供や

情報発信等、天文・科学に親しむ機会を充実させ、利用者等の満足度の向上を図ります。 

 

■基本事業 

基本事業名 主な内容 

新元気世代の生きがいづくり 
焼津おとな倶楽部のプログラム提供・情報発信、市民講師の育

成など 

ライフステージに応じた学 

習・活動機会の充実 

公民館における各種講座・学級の開催、青少年体験活動事業

（やいづ少年の船等）の開催など 

読書活動の推進 
図書館講座・おはなし会・ブックスタート事業の開催、公民館

図書室・こども図書館との連携強化など 

天文・科学分野に関する学習 

機会の充実 

天文科学体験型事業、学校との地域連携事業の開催、機器等更

新など 

 

■役割分担 

主体 役割 

市民 

●趣味や学びなどのイベントや講座に参加します。 

●生きがいづくりに繋がる情報収集や情報発信を行います。 

●自らの教養を高めるための読書や学習活動に取り組みます。 

行政 

●生きがいづくりに繋がる趣味づくりの機会の提供や情報発信を行います。 

●ライフステージに応じた学習機会の提供や情報発信を行います。 

●世代を超えた交流機会を創出します。 

●市民が読書に親しみを持てる環境づくりを行います。 

 

■関連する個別計画 

●焼津市新元気世代プロジェクトアクションプログラム 

●焼津市子ども読書活動推進計画（第２次）（子どもの読書の推進に関する法律） 
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■関連するＳＤＧｓ 

 
 

■施策が目指す姿 

対象 目指す姿（状態） 

市民 芸術文化活動が活発に行われ、歴史や文化財の魅力が共有されている 

 

■成果指標    

指標名 
現状値 

2020年度（令和２年度） 

目標値 

2025年度（令和７年度） 

芸術文化の鑑賞や活動を実施(体

験を含む)した市民の割合 
18.6％ 増加 

文化財を活用した講座やイベン

トの件数 
26件 41件 

 

■現状と課題  

現状 

●文化会館や歴史民俗資料館など、芸術や歴史に触れる環境が整っており、市民や文

化団体等による様々な活動が行われていますが、新型コロナウイルス感染症の影響

で活動機会が減少しています。 

●焼津文化会館と大井川文化会館の２つの文化活動の拠点施設では、老朽化による設

備等の改修が必要となっています。 

●歴史・文化財を適切に保存するための収蔵場所や専門人材が不足しています。 

●少子高齢化の進行により伝統文化を伝承する担い手が減少しています。 

●本市には、花沢の里や藤守の田遊びをはじめ人々の暮らしの中で形づくられてきた

多くの文化的資源が存在し、活用していくことが求められています。 

課題 

●新しい生活様式に即した芸術文化に親しむ機会の充実 

●文化施設の適正な維持・管理と運営の充実 

●文化財や伝統文化の保存 

●文化財や伝統文化への市民理解の向上と人材育成 

●文化財や伝統文化の活用の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策名 3-2 芸術文化の振興と歴史・伝統文化の継承 
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■施策の方針                ※共通事項：施策横断的な視点を持って取り組む 

●市民が幅広い分野の芸術に触れ、楽しむ機会の充実を図るため、従来の対面での方法に加

え、デジタル技術も活用し、鑑賞・学習・創作等の機会を提供するとともに、成果を発表す

る場を設けます。 

●芸術文化活動の基盤となる施設の機能や設備を維持・管理し、市民が利用しやすい施設環境

を提供します。  

●文化財の調査研究及び保存、伝統文化の収集・保存を行うとともに、歴史文化を知るための

展示や学習機会を充実させ、地域に受け継がれてきた文化財や伝統文化を次世代に伝えま

す。 

●文化活動を支えていく市民や団体の活動を支援し、若い世代の参加を促進します。また、学

芸員等の専門人材を確保・育成します。 

●地域に存在する文化財や伝統文化を市民と協働で保存・活用し、交流の拠点とすることで、

地域のつながりの強化及び郷土愛の醸成を図ります。また、それぞれの文化財を関連付けて

一体的に周知していくことにより、交流人口の増加と賑わいの創出を図ります。 

 

■基本事業 

基本事業名 主な内容 

芸術文化に触れ、発表する機 

会の充実 
市民文化祭の開催、文芸やいづの発行、文化団体活動支援など 

文化施設の整備と提供  文化会館の管理運営、施設改修、あり方検討など 

文化財や伝統文化の保存 
歴史文化施設の管理運営、文化財の保管場所の確保、歴史的景

観を含む文化財の保存、伝承文化の保存活動支援など 

文化にたずさわる人材の育成 
芸術体験、文化財の魅力の周知、伝承活動への参画支援、学芸

員等専門人材の確保・育成など 

文化財・伝統文化の活用 
文化財や伝統文化を利用した地域課題への対応、地域の魅力づ

くり、情報発信など 

 

■役割分担 

主体 役割 

市民 

 

市民 

●芸術文化に親しみ、鑑賞や創作活動等に参加します。 

●文化財や伝統文化の価値や魅力を理解し、情報を発信することで、次世代に

継承します。 

団体 
●芸術文化団体は、芸術文化活動を活発に行い、質の向上に努めます。 

●歴史文化団体は、文化財や伝統文化の保存と活用に取り組みます。 

行政 

●芸術文化に触れる機会の充実と施設の機能の維持・管理をします。 

●芸術文化の推進や文化財の保存と活用に取り組む市民の活動を支援します。 

●文化財の適正な保存に努め、市民と協働し積極的な活用を図ります。 

 

■関連する個別計画 

●焼津市文化振興計画   

●花沢地区伝統的建造物群保存地区保存事業計画  

●文化財保存活用地域計画 

. 



35 

 

 

■関連するＳＤＧｓ 

 
 

■施策が目指す姿 

対象 目指す姿（状態） 

市民 スポーツを楽しんでいる 

 

■成果指標    

指標名 
現状値 

2020年度（令和２年度） 

目標値 

2025年度（令和７年度） 

週 1回以上スポーツを実施する

人の割合 
45.9％ 増加 

スポーツ施設利用者数 358,633人 480,000人 

 

■現状と課題  

現状 

●新型コロナウイルス感染症の影響により、スポーツを楽しむ機会は減少しており、

スポーツを通じた交流人口の拡大は難しい状況です。 

●民間スポーツクラブ（フィットネスクラブ等）の増加や愛好者同士でのグループ活

動の増加により、スポーツを楽しむ方法が多様化しています。 

●プロスポーツ団体・スポンサー企業等が地域貢献の一環として行うスポーツを通じ

て、市民とトップアスリートとが交流する機会の提供が広がりつつあります。 

●東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会をきっかけに始めたモンゴル国と

の交流を希望するスポーツ少年団や競技団体等が増えています。 

●市民の利用ニーズに応じてスポーツ施設の維持・管理を行っています。 

●中学部活動では、少子化の影響を受け複数校合同によりチーム編成をしている競技

種目があります。また、専門種目の顧問教諭、指導者等が不足しています。 

課題 

●誰もがスポーツに参加できる機会の提供 

●スポーツに参加したくなるきっかけづくり 

●スポーツを活用した健康・体力の維持向上 

●スポーツを通じた交流の推進 

●スポーツ施設の計画的整備・適正な維持管理 

●子どもが希望する競技に取り組める環境の構築 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策名 3-3 スポーツの振興
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■施策の方針                ※共通事項：施策横断的な視点を持って取り組む 

●関係機関や民間事業者と連携し、誰でも気軽に参加できるスポーツイベントや体操教室を開

催します。 

●スポーツへの関心を高め、取り組むきっかけとなるよう、プロスポーツや全国レベルの大

会・合宿等の招致を行うともに、焼津市にゆかりのあるスポーツ選手の活躍を情報発信しま

す。 

●スポーツや運動がもたらす健康効果について周知を図り、市民の健康や体力の維持向上を図

ります。 

●モンゴル国との青少年スポーツ交流を推進します。 

●安全安心にスポーツに取り組めるよう、スポーツ施設の利便性の向上を図るとともに、計画

的な施設整備や効率的な管理運営を行います。 

●子どもが希望する競技に取り組むことができるよう、中学部活動において学校と連携し、複

数校による合同練習・チーム編成や地域部活動を支援します。 

 

■基本事業  

基本事業名 主な内容 

スポーツ参加機会の提供 

スポーツ教室の開催、スポーツクラブ（サタデースポーツ）の

実施、スポーツ少年団の育成支援、みなとマラソン大会の開

催、市民駅伝競走大会の支援など 

スポーツ参加意識の醸成 
プロスポーツや全国レベルの大会・合宿の招致、市の広報媒体や

地域体育組織を通じた情報発信など 

健康・体力の維持向上 トリム大会、体力測定会の実施、ラジオ体操の推奨など 

国際的な青少年スポーツ交流 

の推進 
モンゴル国との青少年スポーツ交流事業など 

安全安心なスポーツ施設の提 

供 
利便性向上への取組、スポーツ施設の管理・運営及び整備など 

中学部活動の支援 学校とスポーツ協会・地域体育組織などの連携支援 

 

■役割分担 

主体 役割 

市民 

市民 

●市又は民間事業者が実施するスポーツイベント等に参加します。 

●スポーツに取り組んでいる人たちを応援・支援します。 

●自らの体力を把握し、自身に合ったスポーツ・運動に取り組みます。 

団体 

●地域体育組織は、スポーツ教室を実施するとともに、スポーツや健康などの情

報を市民に伝えていきます。 

●スポーツ推進委員は、地域体育組織の活動を支援します。 

●スポーツ協会は、競技力向上や指導者育成に努め、市民スポーツの振興を図り

ます。 

行政 

●地域体育組織、スポーツ推進委員、スポーツ協会との協働により、スポーツ参加機会

の提供を推進します。 

●スポーツに関する情報発信を充実します。 

●安全安心にスポーツができる環境づくりを行います。 

 

■関連する個別計画 

●焼津市スポーツ推進計画 
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■関連するＳＤＧｓ 

 
 

■施策が目指す姿 

対象 目指す姿（状態） 

水産業者 経営・所得の安定を図り、地域経済の発展に貢献している 

 

■成果指標   

指標名 
現状値 

2020年度（令和２年度） 

目標値 

2025年度（令和７年度） 

年間水揚数量 153,760トン 160,000トン 

水産加工品生産量（節・ねり製

品）（加工組合調べ） 
17,077トン 19,000トン 

 

■現状と課題  

現状 

●近年、回復傾向にあった水揚げは、2020年度（令和２年度）においては、新型コロ

ナウイルス感染拡大の影響により、水揚量、水揚額ともに減少しています。 

●桜えび、ゴマサバ漁の不漁が続いています。 

●漁業就業者の 39歳以下の人数は増加していますが、50歳以上が占める割合は 55％

を超え、高齢化が進んでいます。 

●消費者の魚離れが進んでいます。 

●漁船の大型化への対応や漁港の安全確保を図るため、岸壁などの整備が進んでいま

す。 

課題 

●安定した水揚げ確保と漁業経営への支援 

●人材確保・育成への支援 

●デジタル技術の導入による省力化・効率化への支援 

●魚食の普及に向けた支援 

●漁港の整備の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策名 4-1 水産業の振興 
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■施策の方針                ※共通事項：施策横断的な視点を持って取り組む 

●安定した水揚げを確保するため、外地船の誘致や漁業者が行う水産資源確保、新造船 

建設などの経営支援を行います。 

●持続的な漁業・水産加工業を維持するため、人材確保の支援を行います。 

●ＥＣサイト開設などのデジタル化への支援、高度衛生管理ＨＡＣＣＰの推進、水産物の更なる

６次産業化など生産性向上への支援を行います。 

●水産業者などとともに、魚食の普及に向けた支援を行います。 

●大型船に対応した岸壁整備や漁港の安全確保を図るため、漁港整備を促進します。 

 

■基本事業  

基本事業名 主な内容 

水揚げ振興 水揚げ奨励、外地船誘致活動、不漁対策支援、漁船建造支援など 

漁業者の確保・育成 漁業者確保支援、船舶職員養成講習会開催支援など 

漁業・水産加工業の生産性 

向上 
６次産業化等による販路拡大、衛生管理促進、施設整備支援など 

魚食の普及 水産物のＰＲ活動、魚料理教室等による魚食普及支援など 

漁港整備 焼津地区特定漁港漁場整備事業計画による漁港整備の推進 

 

■役割分担 

主体 役割 

市民 

 

市民 
●水産業の理解や関心を深め、積極的に情報発信を行います。 

●積極的に地元の水産物を消費します。 

水産 

関係者 

●焼津漁港・大井川港への安定した水揚げ確保に努めます。 

●安全安心な水産加工品を消費者に提供します。 

●魚食の普及を行います。 

●後継者の確保育成に努めるとともに、事業承継を行います。 

行政 

●安定した水揚げ確保への支援を行います。 

●安全安心な水産加工品の提供への支援を行います。 

●水産物の販路拡大の情報発信を行います。 

●魚食普及の支援を行います。 

●事業の継続や承継の支援を行います。 

●漁港整備、利活用などを国や県に働きかけ、漁業の環境整備に努めます。 

 

■関連する個別計画 

なし 
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■関連するＳＤＧｓ 

 
 

■施策が目指す姿 

対象 目指す姿（状態） 

農業者 経営・所得の安定を図り、地域経済の発展に貢献している 

 

■成果指標    

指標名 
現状値 

2020年度（令和２年度） 

目標値 

2025年度（令和７年度） 

農業生産額 
35.6億円 
（2019年度） 

増加 

担い手農業者数 100人 105人 

 

■現状と課題  

現状 

●年々、農業者の減少や高齢化が進んでいるが、荒廃農地面積は農業支援センターに

よる農地の利用集積などにより年々減少しています。 

●担い手農業者数は、少しずつであるが年々増加しています。 

●用水路などの農業施設の老朽化が進み、農業者による維持管理が困難になっていま

す。 

●新型コロナウイルス感染症の影響により、花きや高級作物などは販売不振の影響が

出ている一方で、直売所などでは地場産の農作物の売上が伸びています。 

●一部の農業者は、ドローンを活用した農薬散布などに取り組み始めています。 

課題 

●農地の有効利用と担い手農業者への集積・集約の推進 

●担い手農業者の確保・育成の推進 

●農業施設の計画的な整備と地域ぐるみの維持管理の推進 

●地産地消の取組の推進 

●スマート農業の導入の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策名 4-2 農業の振興 
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■施策の方針                ※共通事項：施策横断的な視点を持って取り組む 

●農地の有効利用を図り、耕作放棄地の発生防止のため、農業支援センターを中心に農地の集

積・集約を進めます。 

●地域農業の中心的経営体となる担い手農業者の確保・育成を図るため、認定農業者や新規就

農者の支援を行います。 

●農業用水の安定供給や洪水被害を防ぐため、計画的な農業施設の整備と維持管理の実施及

び、地域ぐるみで農業用水路を守る体制づくりを推進します。 

●地元で栽培された、新鮮で安全・安心な農作物を地元で消費する地産地消の取り組みを関係

団体と連携して推進します。 

●先端的農業機械などによる効率的な農作物の育成を通じて、農作業の省力化や高品質化など

を実践するスマート農業の導入に向け調査・情報提供の支援に取り組みます。 

 

■基本事業 

基本事業名 主な内容 

農地の集積・集約 農地の利用集積・集約化、有効利用の推進など 

担い手農業者の確保・育成 担い手農業者の確保・支援、新規就農者の育成支援など 

農業施設の整備・地域ぐるみ 

の維持管理 

農業施設の計画的な整備・維持管理、地域ぐるみで農村環境を

守る体制の整備、高草山の環境保全など 

地産地消の推進 
営農環境を活かし栽培した、農作物の地場市場への供給の拡大

など 

スマート農業の導入の推進 
先端技術を活用したスマート農業の導入に向けた情報提供の支

援など 

 

■役割分担 

主体 役割 

市民 
市民 

●地元で生産された農作物の情報発信を行います。 

●積極的に地元の農作物を消費します。 

●農業を体験するなど理解や関心を深め、農業に親しみます。 

農業者 ●温暖な気候を活かして栽培した、新鮮でおいしい農作物を提供します。 

行政 

●地域の特性を活かした農業経営を支援します。 

●農業用施設の整備、維持補修を行います。 

●スマート農業の導入に向け、関係団体と連携し、情報提供などの支援を行います。 

 

■関連する個別計画 

●焼津市農業振興地域整備計画（農業振興地域の整備に関する法律） 

●農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想（農業経営基盤強化促進法） 

●焼津市森林整備計画（森林法） 
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■関連するＳＤＧｓ 

 
 

■施策が目指す姿 

対象 目指す姿（状態） 

商工業者 経営が安定し、地域経済の活性化に貢献している 

 

■成果指標    

指標名 
現状値 

2020年度（令和２年度） 

目標値 

2025年度（令和７年度） 

製造品出荷額等 
6,240億円 
（2019年度） 

6,300億円 

市内総生産 
(製造業・建設業・小売業・サービス業等) 

4,927億円 
（2018年度） 

5,000億円 

 

■現状と課題  

現状 

●製造品出荷額等は、2019年(令和元年)は 6,240億円であり、横ばい傾向となってい

ますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年(令和 2年)は減少が予想

され、事業所数も減少傾向となっています。 

●事業所は、テレワークなどデジタル技術を活用した新しい働き方や、ＥＣサイトを

活用した販路の開拓に取り組み始めています。 

●経営者の高齢化、後継者不足が問題となっています。 

●中心市街地は、空き店舗への出店支援や新庁舎・ターントクルこども館の開館をき

っかけに、焼津駅周辺に新規出店の兆しや民間イベントの開催など、にぎわい創出

に向けた動きがあります。 

●大井川港における取扱貨物量は年間約 170万トンで推移していますが、年々減少傾

向となっており、取扱貨物量の増加に向けたポートセールスが求められています。 

課題 

●製造品の販路拡大や焼津のブランド力の向上 

●創業・事業承継の推進 

●空き店舗や空き地などの活用の促進 

●大井川港の利活用の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策名 4-3 商工業の振興 
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■施策の方針                ※共通事項：施策横断的な視点を持って取り組む 

●製造品の販路拡大や焼津のブランド力の向上に向け、デジタル技術などを活用し、現状分析

や効果的な情報発信を行います。 

●商工団体と連携した創業・事業承継のワンストップ窓口の設置、訪問による相談体制の充実

や経費の支援などを行います。 

●焼津駅周辺をはじめとする、中心市街地のにぎわい創出や魅力の向上を図るため、空き店舗

や空き地などへの飲食店等の出店支援などを行います。 

●大井川港における物流の拡大に向け、新規貨物の獲得、新たな輸送手段の誘致など利用促進

に向けたポートセールスを行います。 

 

■基本事業  

基本事業名 主な内容 

販路拡大やブランド力の向上 デジタル技術を活用した地域資源の魅力の情報発信など 

創業・事業承継の推進  商工団体と連携した創業・事業承継支援など 

中心市街地の活性化  商店街のにぎわい創出イベント支援、空き店舗対策の促進など 

大井川港の管理・利用促進 
自治体・経済団体へのＰＲ活動、既存企業へのヒアリングや活動

支援、新規企業への情報提供や誘致貨物支援など 

 

■役割分担 

主体 役割 

市民 

市民 ●地場産品の消費や地域の店舗を利用し、情報発信を行います。 

事業者 

●消費者ニーズによる製品開発に努め、展示会などに出展し、情報発信を行い

ます。 

●イベントの開催など、商店街のにぎわいと魅力の増進を図ります。 

●業績の向上を図り、貨物量の維持に努めます。 

団体 
●行政と連携し、事業者に対し、積極的に相談に応じるとともに、指導を行い

ます。 

行政 

●販路拡大やブランド力の向上のための情報発信を行います。 

●創業・事業承継の相談・支援体制を構築します。 

●中心市街地活性化のため、商店街のにぎわい創出や魅力の向上に支援を行います。 

●大井川港における物流分析や利用促進に向けたポートセールスを実施します。 

 

■関連する個別計画 

●焼津市中心市街地活性化基本計画 

●第４次焼津市国土利用計画 

●大井川港港湾計画 

 

 

 

 



43 

 

 

■関連するＳＤＧｓ 

 
 

■施策が目指す姿 

対象 目指す姿（状態） 

市民・観光客 観光で交流し、にぎわいを創出する 

 

■成果指標    

指標名 
現状値 

2020年度（令和２年度） 

目標値 

2025年度（令和７年度） 

観光交流客数 138万人 400万人 

宿泊客数 23.5万人 44万人 

 

■現状と課題 

現状 

●観光交流客数は、年間約 400万人、宿泊客数は約 43万人で推移してきましたが、新

型コロナウイルス感染症の影響により、大きな打撃を受けており、地域産業の回復

が急務となっています。 

●アフターコロナを見据え、デジタルマーケティングによる国内外のターゲット分析

が必要となっています。 

●「モノ消費」の観光から、体験型観光などの「コト消費」へ観光構造の変化が進ん

でいるなか、観光協会において「meets！ヤイヅ」を立ち上げ、体験型観光の推進に

取り組み始めています。 

●食、温泉、海、港など、地域資源が豊富に存在し、特に温泉については、2021年

（令和３年）に新井戸からの供給が開始されることから、さらなるＰＲと有効活用

への取り組みが求められています。 

●集客力のある観光施設から市内観光施設への回遊や滞在に結び付いていません。 

課題 

●国内外のターゲット分析による地域資源を活かした情報発信の強化 

●体験型観光の推進 

●観光資源のブランド化 

●観光客の滞在時間の増加対策への支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策名 4-4 観光交流の推進 
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■施策の方針                ※共通事項：施策横断的な視点を持って取り組む 

●デジタルマーケティングを活用し、国内外のターゲット分析を行うとともに、多様な媒体を

活用し、情報発信を強化します。 

●コロナ禍の観光需要として、観光協会と連携し、地域資源を活用した体験型旅行商品の開

発・販売を充実させるとともに、マイクロツーリズムの推進を図ります。 

●マグロ、カツオ、サバ、桜エビなどの水産物を中心とした、焼津の「食」と良質な温泉など

の地域資源の情報発信を強化するとともに、観光ブランド化する仕掛けづくりを行い、観光

プロモーションを展開します。 

●宿泊につながる企画及びイベント開催の支援を強化し、インバウンドへの対応を図りなが

ら、新型コロナウイルス感染症前の地域産業の状況に回復させるよう取り組みを進めます。 

 

■基本事業  

基本事業名 主な内容 

地域資源を活かした情報発 

信の強化 
ターゲット分析による地域資源を活用した情報発信など 

体験型旅行及びマイクロツ 

ーリズムの推進 

体験型旅行商品の開発・販売及びマイクロツーリズムの推進支援

など 

観光資源の有効活用 
温泉の安定供給、観光施設の適切な維持管理、「食」をキーワード

にした観光の推進など 

国内外からの誘客促進 宿泊企画及びイベント開催の支援、インバウンドへの対応など 

 

■役割分担 

主体 役割 

市民 

市民 

●市の魅力を再認識し、情報発信・ＰＲをします。 

●地域資源の清掃など、地域資源を積極的に保全します。 

●イベントに積極的に参加します。 

事業者 
●観光協会・観光関連事業者は、来訪者を迎え入れる主体的な観光事業に取り

組みます。 

行政 

●地域資源を活用した、効果的な観光情報を発信します。 

●体験型旅行及びマイクロツーリズムの推進を支援します。 

●温泉や食をキーワードに観光資源を磨きあげ、有効活用します。 

●宿泊企画やイベント開催を支援します。 

 

■関連する個別計画 

●焼津市観光ビジョン 
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■関連するＳＤＧｓ 

 
 

■施策が目指す姿 

対象 目指す姿（状態） 

市民 自分に合った働き方ができる 

勤労者 安心して働くことができる 

 

■成果指標    

指標名 
現状値 

2020年度（令和２年度） 

目標値 

2025年度（令和７年度） 

有効求人倍率(年度平均) 0.72倍 1.00倍 

企業立地件数（累計） 
25件 

（2017年度～2020年度累計） 
30件 

（2021年度～2024年度累計） 

 

■現状と課題  

現状 

●ハローワーク焼津管内の有効求人倍率は、上昇傾向にありましたが、新型コロナウ

イルス感染症拡大の影響により、2020年度(令和２年度)は、0.72倍になりました。 

●依然として人手不足、人材不足の問題を抱えている事業所があります。 

●就労を希望する女性・シニア世代、障害者などの就労支援が求められています。 

●交通の便の良さ、温暖な気候、豊富な地下水などの優位性により、企業の進出意欲

は強いものの、製造業に適した遊休地が不足しているため、ＩＴ企業などの非製造

業の誘致の取組も求められています。 

●テレワークも含めた多様な働き方の普及への対応など、働きやすい職場環境の充実

が求められています。 

課題 

●企業の働き手の確保 

●働き方・労働者の多様化に対応した就労支援 

●新規雇用の創出 

●働きやすい職場環境の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策名 4-5 雇用・就労環境の充実 
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■施策の方針                ※共通事項：施策横断的な視点を持って取り組む 

●企業の働き手を確保するため、合同企業ガイダンスの実施や、ＵＩＪターンの推進を図るた

めの都市部学生への情報発信などを行います。また、市内への移住・就業支援の充実を図り

ます。 

●ハローワークと連携し、高齢者、障害者や女性の雇用促進に取り組みます。また、２拠点居

住就労希望者や副業就労希望者など、多様化する専門人材と市内企業とのマッチング機会を

提供します。 

●新規雇用を創出するため、製造業の企業誘致を推進するととともに、首都圏企業のテレワー

ク支援を通じたＩＴ企業の誘致を進めます。また、新しい働き方の浸透に伴う勤務地に捉わ

れない雇用についても促進を図ります。 

●多様なライフスタイルに対応した、働きがいや働きやすい職場環境づくりを促進するため、

セミナーの開催などによる支援を行います。 

 

■基本事業  

基本事業名 主な内容 

働き手の確保 
合同企業ガイダンスの開催、ＵＩＪターンの促進を図るための情

報発信、移住・就業支援など 

就労支援の充実 
ハローワークと連携した雇用促進、二拠点居住や副業の就労希望

者と企業とのマッチング機会の創出など 

新たな雇用の創出 
製造業等やＩＴ企業の誘致の推進、勤務地に捉われない雇用の促

進など 

就労環境の充実 
企業の福利厚生の充実支援、働きやすい職場環境づくりの促進な

ど 

 

■役割分担 

主体 役割 

市民 

市民 ●外国人などの移住者が、就業・移住しやすい地域環境づくりに協力します。 

事業者 

●合同企業ガイダンスなどに積極的に参加し、自社の情報発信に努めます。 

●業績の向上を図り、雇用の維持に努めます。 

●働きがいや働きやすい職場環境づくりに努めます。 

行政 

●合同企業ガイダンスなどを実施します。 

●製造業やＩＴ企業等の誘致を図ります。 

●企業の働きやすい職場環境づくりを支援します。 

 

■関連する個別計画 

●第４次焼津市国土利用計画 
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■関連するＳＤＧｓ 

 
 

■施策が目指す姿 

対象 目指す姿（状態） 

市民 防災・交通安全・防犯への意識が高まっている 
 

■成果指標   

指標名 
現状値 

2020年度（令和２年度） 

目標値 

2025年度（令和７年度） 

災害への備えをしている市民の割合 18.7％ 増加 

人身交通事故件数 
914件 

（2018年～2020年の平均値） 
減少 

犯罪件数(刑法犯認知件数) 
572件 

（2018年～2020年の平均値） 
減少 

 

■現状と課題  

現状 

●防災訓練や出前講座等により、市民の防災意識は向上しています。 

●大規模な風水害等に対する防災情報を迅速に市民に届けることが求められていま

す。 

●住宅の耐震化は着実に進んでいますが、高齢等の理由から耐震改修が難しい世帯が

残っています。 

●大規模災害等への備えとして市民一人ひとりの自助の取組がより重要となっていま

す。 

●大規模災害に備え、基本団員の確保や機能別消防団の拡充に努めています。 

●感染症対策等に危機事案に対する行政の対応に関心が高まっています。 

●交通事故件数や犯罪件数（刑法犯認知件数）は減少傾向であるが、交通事故全体の

７割を交差点事故が占め、犯罪では悪質な訪問販売や特殊詐欺などが発生していま

す。 

課題 

●地震・津波に関する知識の普及・啓発や防災・減災意識の更なる向上 

●防災情報伝達手段の多様化と普及 

●家庭内対策の促進 

●地域防災力の向上 

●新たな感染症対策など様々な危機事案に対する危機管理体制の充実 

●市民一人ひとりの交通安全意識や防犯意識の向上 

 

 

 

 

 

 

施策名 5-1 安全安心な暮らしの推進 
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■施策の方針                ※共通事項：施策横断的な視点を持って取り組む 

●防災出前講座の開催や防災学習室の活用などにより地震・津波に関する知識の普及・啓発に
より防災減災の意識の向上に努めます。 

●防災情報伝達手段の多様化を図るとともに、やいづ防災メールや焼津市ＬＩＮＥ公式アカウ
ントの周知に取り組みます。 

●市民一人ひとりが災害に備える「自助」の取組として、住宅の耐震化や家具の転倒防止対策
などの普及・啓発の促進及び支援に取り組みます。 

●地域住民が互いに助け合う「共助」の取組を推進するため、自主防災活動の支援、防災リー
ダーの育成や活用、消防団員の確保による消防団活動の更なる強化など地域防災力の向上に

取り組みます。 

●新たな感染症対策を含めた様々な災害などに迅速かつ的確に対応できるよう関係機関との連

携や危機管理体制の充実を図ります。 

●関係機関や自治会などと連携して、交通安全や防犯に関する啓発活動を展開することによ

り、市民の交通安全意識・防犯意識の向上を図ります。 
 
■基本事業  

基本事業名 主な内容 

防災・減災意識の向上 
市内小・中学生や高校生、自主防災会等への防災出前講座の開

催、防災学習室の活用など 

デジタルを活用した防災情報 

の多様化 

やいづ防災メールや焼津市ＬＩＮＥ公式アカウントの周知、防

災情報システムの構築など 

家庭内対策の促進 住宅の耐震化、家具の転倒防止対策、非常持出品・備蓄品の準備など 

地域防災力の向上 
自主防災会活動支援、消防団員の確保、防災リーダー育成と地
域での活動支援、防災訓練の実施など 

危機管理体制の充実 
感染症対策、避難所運営、風水害・地震・津波など様々な事案

に対する危機管理体制の充実 

交通安全意識・防犯意識の向 

上 

交通安全教室の実施、無事故・無違反コンクールの実施、防犯協

会への支援、青色防犯パトロールの実施、消費生活相談・消費者
教育の実施など 

 
■役割分担 

主体 役割 

市民 

市民 

●家具の固定や非常持出品・備蓄品の準備、防災訓練の参加、防災情報の入手

など「自助」のための家庭内対策を実施します。 

●交通安全や防犯対策に努めます。 

地域 
●「共助」推進のため、防災訓練等の実施による自主防災会活動を活発化します。 

●交通安全・防犯活動を実施し、地域における安全意識の向上に努めます。 

事業者 
●防災対策を講じるとともに、地域住民や自主防災会活動に協力します。 

●交通安全・防犯活動を実施し、安全意識の向上に努めます。 

行政 

●万一の災害発生に備え、「自助」「共助」や「公助」が一体となった防災・減災対策

を推進します。 

●すべての市民に防災情報を迅速に発信します。 

●様々な危機事案に対応できる危機管理体制の充実を図ります。 

●関係機関や自治会などと連携して、交通事故の防止・犯罪被害の防止に努めます。 
 
■関連する個別計画 

●焼津市国土強靭化地域計画（国土強靭化法） ●焼津市地域防災計画（災害対策基本法） 

●焼津市国民保護計画（国民保護法）●焼津市耐震改修促進計画（建築物の耐震改修の促進に関する法律） 

●市有公共建築物耐震対策事業計画（建築物の促進に関する法律） 

●焼津市津波防災地域づくり推進計画（津波防災地域づくりに関する法律） 

●焼津市交通安全計画（交通安全対策基本法） 
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■関連するＳＤＧｓ 

 
 

■施策が目指す姿 

対象 目指す姿（状態） 

市民、事業者 社会基盤の充実により安心して生活や経済活動ができる 

 

■成果指標   

指標名 
現状値 

2020年度（令和２年度） 

目標値 

2025年度（令和７年度） 

災害への備えに満足している人

の割合 
36.6％ 増加 

交通の便に満足している人の割

合 
39.6％ 増加 

 

■現状と課題  

現状 

●沿岸部の津波対策や防災施設等の整備が進んでいます。 

●令和元年東日本台風では、市内二級河川の流域において豪雨と高潮が重なり広範囲

にわたり浸水被害が発生しました。 

●幹線道路は、郊外の未整備区間や都市計画道路等について、早期整備・完成が求め

られています。 

●生活道路は、郊外において狭小な道路があることから、道路拡幅や舗装などの要望

が多く寄せられています。 

●通学路等における歩行者及び自転車の交通安全対策が求められています。 

●道路施設の老朽化に伴い計画的に修繕を実施しています。 

●バスの利用者は減少傾向にあり、バス路線維持に係る財政負担は増加しています。 

課題 

●津波や高潮、土砂災害対策のための防災施設の整備 

●河川改修や護岸嵩上げ、雨水渠などの整備による治水対策の推進 

●未整備区間の幹線道路や地域の実情に応じた生活道路の効果的な整備 

●歩行者、自転車の安全な通行空間の確保 

●道路施設の老朽化による施設の維持管理 

●地域の需要に応じた公共交通網の維持と利便性の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策名 5-2 暮らしを守り支える社会基盤の充実 



50 

 

■施策の方針                ※共通事項：施策横断的な視点を持って取り組む 

●国・県と連携し、津波・高潮・土砂災害対策施設の整備を推進します。 

●国・県・関係自治体・市民等と連携した流域治水に取組み、河川改修や雨水の流出抑制を推

進するとともに、土砂災害ハザードマップ等の普及啓発により確実な避難行動を促します。 

●幹線道路は計画的に整備を進め、生活道路は地域の実情に応じた整備を推進します。 

●通学路などにおいては歩行者や自転車の安全な通行空間の整備とともに、適切な維持管理に

より交通事故防止に取り組みます。 

●道路施設の計画的な点検・修繕やデジタル技術の活用による効率的・効果的な維持管理を行

います。 

●公共交通はデマンド型乗合タクシーの活用など公共交通網を再編し、自動運転など次世代交

通システムの構築についても検討します。 

 

■基本事業  

基本事業名 主な内容 

防災インフラの整備 津波・高潮対策ほか防災施設の整備など 

治水対策の整備 
準用河川・小河川・排水施設の整備や維持管理、雨水貯留浸透

施設の推進、水防情報システムの拡充など 

幹線道路及び生活道路の整備 幹線道路及び生活道路の計画的な整備など 

交通事故の起きにくい環境整 

備 
歩行帯及び自転車走行空間等の整備や維持管理など 

既存ストックの有効活用 道路施設の適切かつ計画的な維持管理など 

公共交通網の利便性向上 利用者需要や地域ニーズ等に応じた公共交通網の再編成など 

 

■役割分担 

主体 役割 

市民 
市民・ 

事業者 

●道路や河川等の維持管理に積極的に参加します。 

●治水安全度が図られるよう、雨水貯留浸透施設の設置などに取り組みます。 

●積極的に公共交通を利用し、地域の公共交通を支えていきます。 

行政 

●津波・高潮対策や治水対策の施設整備を推進するとともに防災情報を適切に提供しま

す。 

●幹線道路や生活道路は効果的かつ地域の実情に応じた整備を推進します。 

●歩行者や自転車の安全な通行確保のため、交通安全施設の整備を進めるとともに、道

路施設は適切な維持管理に努めます。 

●公共交通網の再編成及び利用促進を進めます。 

 

■関連する個別計画 

●焼津市国土強靭化地域計画     ●焼津市津波防災地域づくり推進計画 

●流域治水プロジェクト       ●焼津市自転車ネットワーク計画 

●長寿命化修繕計画（橋梁、トンネル、横断歩道橋、舗装） 

●焼津市地域公共交通網形成計画 
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■関連するＳＤＧｓ 

 
 

■施策が目指す姿 

対象 目指す姿（状態） 

市域 良好な住環境が整っている 

 

■成果指標   

指標名 
現状値 

2020年度（令和２年度） 

目標値 

2025年度（令和７年度） 

暮らしやすいと感じている人の

割合 
68.5％ 増加 

住環境に満足している人の割合 61.4％ 増加 

 

■現状と課題  

現状 

●人口減少・少子高齢化の進行に伴い、人口密度の低下による未利用地の増加や都市

機能の低下が懸念されます。 

●土地区画整理事業（2020年度（令和２年度））は、会下ノ島石津地区 82.4%、焼津市

南部地区 98.3%の進捗率であり、権利者からは早期完成が求められています。 

●空き家の増加により、防災、衛生、景観等における生活環境の悪化が懸念されます。 

●憩いとにぎわいの創出に結びつく公園整備が求められています。 

●東名高速道路焼津ＩＣ及び大井川焼津藤枝スマートＩＣの周辺は、交通結節点とし

ての優位性を活かしたまちづくりが求められています。 

●焼津駅及び焼津漁港周辺は、魅力的でにぎわいのあるまちづくりが求められています。 

●豊かな水や緑などの自然環境や歴史的文化資源による、花沢の里や浜通りなどの焼

津らしい様々な景観の保全と活用が求められています。 

●人口減少に伴い給水収益が減少する中、水道施設の老朽化が進んでいます。 

課題 

●社会情勢の変化に適応した住みやすく移動しやすいまちづくり 

●土地区画整理事業の早期完成 

●住宅所有者の適正な維持管理意識の醸成や住宅ストックの利活用 

●効果的な公園整備と既存公園の利活用 

●東名高速道路のＩＣやスマートＩＣ周辺における新たな土地利用 

●焼津駅及び焼津漁港周辺の魅力的な中心市街地の形成 

●地域の景観特性を活かしたにぎわいと活力ある景観まちづくり 

●効率的な水道事業運営と水道施設の計画的な更新 

 

 

 

 

 

施策名 5-3 良好な住環境の実現 
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■施策の方針                ※共通事項：施策横断的な視点を持って取り組む 

●居住環境や医療・福祉等のサービス、生活の利便性、公共交通等を将来にわたり安定的に維
持できるよう、都市機能や居住区域の集約化を図ります。 

●良好な住宅地形成のため土地区画整理事業の早期完成を目指します。 

●空き家所有者への適正管理の啓発や相談体制の充実、所有者とのマッチングなど、住宅スト

ックの利活用や流通に繋がる支援を推進します。 

●土地区画整理事業に伴う公園整備や無償借地公園制度を活用し憩いとにぎわいの創出に結び

つく公園整備を進めます。 

●焼津ＩＣ周辺では本市の活力を高めるための土地利用を検討します。また、大井川焼津藤枝

スマートＩＣ周辺では地元の意向に基づいた新たな土地利用の検討への支援を行います。 

●焼津駅周辺での市街地再開発事業の促進や焼津漁港周辺における港町らしい風景を活かした

民間活力による施設整備を促進し、魅力的でにぎわいのある中心市街地の形成を図ります。 

●焼津らしい景観資源を保全・継承しまちづくりへ活用していきます。 

●水道施設の計画的な更新と健全な事業経営を継続します。 
 
■基本事業  

基本事業名 主な内容 

住みやすいまちづくりの推進 立地適正化計画の策定 

土地区画整理事業の推進 会下ノ島石津土地区画整理事業、焼津市南部土地区画整理事業 

空き家所有者支援の充実 空き家利活用対策 

公園整備の推進 公園・緑地の整備 

新たな土地利用の検討 
焼津ＩＣや大井川焼津藤枝スマートＩＣ周辺における新たな土

地利用の検討・支援 

市街地再整備の促進 
焼津駅周辺での市街地再開発事業の促進、焼津駅及び焼津漁港

周辺まちなかウォーカブルの推進 

焼津らしい景観の保全と活用 景観の保全・継承に向けた啓発、景観まちづくり重点地区計画の推進 

水道施設更新事業の推進 水源及び管路の更新（耐震化）事業の実施など 
 
■役割分担 

主体 役割 

市民 

●地域での清掃活動等により、まちの景観の保全に努めます。 

●定期的な住宅の点検や修繕などにより適切な維持管理に努めます。 

●公園や街路樹などの管理において、市民ができることは市民自らが行います。 

●給水装置（水道管から蛇口まで）を適正に維持管理し水を大切に使用します。 

行政 

●立地適正化計画についての周知・啓発に努めます。 

●土地区画整理事業や公園整備を計画的に進めます。 

●空き家の活用や流通を促進するための環境整備を進めます。 

●地域特性を活かしたまちづくりに向けた支援や民間活力との連携による魅力的な中
心市街地の形成を進めます。 

●効率的な水道事業の運営と水道施設の計画的な更新に努め、良質な水の安定供給を
行います。 

 

■関連する個別計画 

●第４次焼津市国土利用計画（国土利用法）●焼津市都市計画マスタープラン（都市計画法） 

●焼津市みどりの基本計画（都市緑地法） ●焼津市住生活基本計画（住生活基本法） 

●焼津市空家等対策計画（空家等対策の推進に関する特別措置法） 

●焼津市景観計画（景観法）       ●焼津市水道事業ビジョン・経営戦略 2020 
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■関連するＳＤＧｓ 

 
 

■施策が目指す姿 

対象 目指す姿（状態） 

市民・事業者 豊かな自然を守り、環境にやさしい良好な暮らしをしている 

 

■成果指標   

指標名 
現状値 

2020年度（令和２年度） 

目標値 

2025年度（令和７年度） 

自然環境の豊かさに満足してい

る人の割合 
72.1％ 増加 

温室効果ガス排出削減量 

(基準:2013年度) 

10.4％ 

(2018年度) 
18.4％ 

家庭系燃やすごみの排出量 24,282トン/年 22,544トン/年 

 

■現状と課題  

現状 

●可燃ごみの組成分析の結果は、減量可能なものが多く含まれている状況です。 

●ＳＤＧｓへの市民意識が高まる中、地球環境保全への取り組みが求められていま

す。 

●国はパリ協定の枠組みを受け、温室効果ガス排出削減量を、2030年度（令和 12年

度）までに 2013年度（平成 25年度）の水準から 26％削減する目標を表明しまし

た。本市でも同水準の達成に向け、引き続き取組を進めています。 

●市に寄せられる相談は、生活騒音やペットの飼い方など生活に密着した案件が大半

となっています。 

●汚水処理人口普及率は、全国平均、静岡県平均と比べて低い状況にあります。 

課題 

●燃やすごみの減量と分別収集の推進 

●環境負荷削減に対する意識の向上 

●市民、事業者、行政が一体となった地球環境に配慮した取組の推進 

●ペットの適正飼育や飼い主のいない猫の増加抑制 

●生活排水の適切な処理の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策名 5-4 環境にやさしい持続可能な社会の推進 
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■施策の方針                ※共通事項：施策横断的な視点を持って取り組む 

●市民、事業者のごみを減量するため、効果的な対策と啓発に取り組みます。 

●環境負荷を減らす活動を推進するため、環境教育等や事業者への指導を行います。 

●省エネ行動の普及・啓発や太陽光発電設備、省エネ機器などの導入の支援を行います。 

●ペットの適正飼育の指導・啓発を充実させるとともに、動物愛護団体が実施する活動を支援

します。 

●合併処理浄化槽設置の推進と公共下水道未接続者に対して接続を促進します。 

 

■基本事業 

基本事業名 主な内容 

ごみ減量の推進 ごみ減量事業、ごみ収集事業、不法投棄対策事業など 

環境保全の啓発と活動の推 

進 
環境教育事業、環境美化活動支援、公害対策事業など 

新・省エネ導入促進と省エ 

ネ行動の推進 
新・省エネルギー機器設置支援、地球温暖化防止活動啓発など 

ペットの適性飼育の啓発 犬猫登録事業、動物愛護団体の活動支援、飼い方マナーの啓発など 

公共用水域の水質保全 
合併処理浄化槽設置支援、公共下水道水洗化普及促進、環境調査

事業など 

 

■役割分担 

主体 役割 

市民 

市民 

●排出するごみの減量・分別の徹底、資源物の回収に協力します。 

●マイバッグやペーパーレスなど、環境に配慮した生活スタイルを取り入れま

す。 

●地域美化活動に積極的に参加します。 

●太陽光発電等の設置や省エネ機器の導入、省エネ行動に努めます。 

●ペット飼育のマナーを守り、動物を大切にします。 

事業者 

●排出するごみの減量・資源化を推進し、法に基づいた適正な処理をします。 

●環境負荷の少ない事業活動に努めます。 

●地域美化活動に積極的に協力します。 

行政 

●ごみの減量・資源化に向けて、意識啓発や対策事業を行います。 

●環境美化や環境保全に努める意識啓発を行います。 

●地球温暖化防止の啓発と省エネ機器や再生可能エネルギー設備の導入等の支援を行

います。 

●ペットの適正飼育、動物愛護を啓発します。 

●合併処理浄化槽の設置及び公共下水道への接続を推進します。 

 

■関連する個別計画 

●第２次焼津市環境基本計画(環境基本法) 

●焼津市役所地球温暖化防止実行計画【第６期計画】(地球温暖化対策の推進に関する法律) 

●一般廃棄物処理基本計画(廃棄物の処理及び清掃に関する法律) 

●焼津市公共下水道事業計画(下水道法、都市計画法)、経営戦略 
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■関連するＳＤＧｓ 

 
 

■施策が目指す姿 

対象 目指す姿（状態） 

市民 互いに認め合い、地域課題に取り組んでいる 

 

■成果指標   

指標名 
現状値 

2020年度（令和２年度） 

目標値 

2025年度（令和７年度） 

まわりに認められ尊重されてい 

ると思う人の割合 
49.2％ 増加 

まちづくり活動（ＮＰＯやボラン 

ティア活動）に参加したいと思う

人の割合 

51.6％ 増加 

 

■現状と課題  

 

現状 

●少子高齢化や核家族化などにより、地域では様々な課題が発生しており、その課題

を解決するための「地域で支えあう仕組みづくり」の必要性が高まっています。 

●価値観の多様化などにより、地域活動への参加者の減少や後継者不足などによる地

域力の低下が懸念され、地域の助け合いや共同作業の存続が難しくなっています。 

●市民意識調査の「性別による固定的な役割分担意識にとらわれない人の割合」が 59.1%

と年々伸びてきていますが、性差による慣行などが依然として残っている状況です。 

●外国人住民の人口は、2021年（令和３年）３月末には 4,813人と増加傾向であるた

め、様々な国籍の人々が互いの文化を理解し、共に生活していけるよう、2021年

（令和３年）３月に「焼津市多文化共生推進計画」を策定しました。 

課題 

●市民・団体・地域・事業所と行政によるまちづくりの推進体制の構築 

●市民と行政をつなぐ人材育成 

●男女共同参画社会の実現に向けた取組の充実 

●多文化共生意識の啓発や外国人住民への支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策名 6-1 互いに認め合う共創社会の推進 
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■施策の方針                ※共通事項：施策横断的な視点を持って取り組む 

●市民・団体・地域・事業所などの多様な主体と行政によるまちづくりを推進する体制を構築

します。 

●地域の課題解決に向けて、市民と行政を対話によりつなぐ人材を育成します。 

●性別にとらわれず誰もが様々な場で活躍できるよう、男女共同参画の視点に立った情報紙の

発行やセミナー・フォーラムなどを実施し、男女共同参画意識の高揚を図ります。 

●多文化共生のまちを推進するために、市民の多文化共生意識の定着や外国人住民に対するコ

ミュニケーション支援、防災対策、子育て・教育などに関する支援を充実します。また、平

和を願い、人権への理解を深める機会を設けます。 

 

■基本事業  

基本事業名 主な内容 

住民自治の推進 
自治基本条例推進委員会の開催、まちづくり市民集会（大ワー 

ルドカフェ）の開催など 

まちづくり人材の育成 まちづくり人材の育成・確保など 

男女共同参画の推進 
情報紙「Ａしおかぜ」の発行、男女共同参画フォーラム・セミ 

ナーの開催など 

多文化共生意識の啓発と支援 

の充実 

焼津市多文化共生推進計画の啓発、多文化共生に関する講座や 

イベントの開催、やさしい日本語の普及・啓発など 

 

■役割分担 

主体 役割 

市民 

市民・ 

地域 

●多様な情報を収集し、自主的・主体的に地域課題に取り組みます。 

●男女共同参画に関心を持ち、進んでセミナー等に参加し理解を深めます。 

●多文化共生の理解を深め、地域の一員として共に生活します。 

事業者 

●社会を構成する一事業者としての責任を認識し、地域社会に貢献します。 

●男女共同参画、多文化共生の推進を図ります。 

●職場・家庭の両立ができる環境整備に努め、職場における女性の活躍を推 

進します。 

行政 

●地域課題を把握し、市民が自主的に解決していけるよう支援します。 

●市民と行政のそれぞれの立場を理解し、対話によりつなぐことができる人材を発 

掘・育成します。 

●様々な分野で男女共同参画を推進し、女性の参画機会を拡充します。 

●多文化共生を推進し、外国人住民が安心して暮らせるよう支援します。 

 

■関連する個別計画 

●第３次焼津市男女共同参画プラン 

●焼津市多文化共生推進計画 
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■関連するＳＤＧｓ 

 
 

■施策が目指す姿 

対象 目指す姿（状態） 

市民 デジタル技術を活用して、より豊かに暮らしている 

事業者 デジタル技術や様々なデータを活用し、地域の活性化に取り組んでいる 

 

■成果指標    

指標名 
現状値 

2020年度（令和２年度） 

目標値 

2025年度（令和７年度） 

（市民）オンライン行政手続き利

用件数 
86件／年 7,000件／年 

焼津市ＬＩＮＥ公式アカウント 

の登録者数 
14,473人 80,000人（※） 

（事業者）官民連携によるデータ

を活用した取組み事業数 
２事業 ７事業 

※2025年生産年齢人口+老年人口の 70％程度 

■現状と課題               

現状 

●社会の様々な分野においてデジタル技術の活用が急速に進展し、国の「自治体ＤＸ推

進計画」では、デジタル技術を活用した業務効率化や住民の利便性の向上、自治体経

営のあり方や職員の働き方などの変革が求められています。 

●本市ではインターネットを利用している人は８割となり、そのうち９割以上の人がス

マートフォンを利用しています。 

●約７割の人がマイナンバーカードを持っていない又は持っているが利用していませ

ん。また、高齢者の４割以上がインターネットを利用しておらず、年齢が高くなるほ

ど、デジタルか活用した新しいサービスを受けられなくなることを不安に思う人が多

くいます。 

●行政文書の増加により、文書の保管場所がひっ迫しています。 

●コロナ禍により、企業の営業戦略や販売方法などビジネスモデルの変更や見直しを迫

られている中、市内事業所では、紙媒体の取引などがまだ多く、デジタル技術による

生産性を高めるための投資が進んでいません。 

●広報紙の発行やＳＮＳ、ホームページなどにより情報発信を行っています。2020年

（令和２年）に開始したＬＩＮＥから情報を得る人が増加しています。 

課題 

●行政手続きや公共施設利用のネット予約など多様なニーズへの電子化の対応 

●マイナンバーカードの普及及び利活用の促進 

●デジタルデバイド（情報格差）対策 

●行政文書の電子化・電子決裁の導入 

●事業所におけるデジタル技術を活用した生産性の向上 

●デジタル技術・通信環境を活用した情報発信の更なる強化や情報共有 

施策名 6-2 DXの推進と情報発信の充実 
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■施策の方針                ※共通事項：施策横断的な視点を持って取り組む 

●行政手続きのオンライン化を進め、マイナンバーカードの利活用などにより、いつでもどこで

も電子申請や届出ができるようにするなど、市民サービスの充実を図ります。 

●行政文書の電子化、電子決裁の導入を進めるほか、ＡＩの活用や情報システムの標準化などに

より、業務改革を推進し、自治体運営の効率化・高度化を図ります。 

●誰もがデジタル技術による利便性を実感できるように、デジタルに不慣れな人の相談・支援や

デジタルを活用できない人への対応を行う体制を整備します。 

●中小企業のデジタル技術活用の促進、自治体や事業者などが保有するデータの活用、連携など

により新たな事業・サービスを創出し、地域産業の活性化を図ります。 

●市民が必要な情報を効率的に、速やかに得ることができるよう、ＬＩＮＥなどのＳＮＳを活用

した情報発信や情報共有を進めます。 

●市外の人に焼津の魅力などの情報を効果的に届けるための情報発信を進めます。 

 

■基本事業  

基本事業名 主な内容 

デジタルによる市民サービス 

の充実  

行政手続のオンライン化、マイナンバーカードの普及・利活用

促進、デジタル技術に関する相談・支援体制の整備など 

デジタルによる自治体運営の 

効率化  
行政文書の電子化、電子決裁の導入など 

デジタルによる地域産業の活 

性化 

事業所のデジタル技術活用の促進、新たな事業・サービスの創出

など 

効果的な情報発信・情報共有 

の推進 

ＳＮＳを活用した市内外への情報発信、市民との情報共有の促進

など 

 

■役割分担 

主体 役割 

市民 
市民 

●マイナンバーカードを保有し、電子申請や各種手続きに利用します。 

●自身の個人情報が適正に取り扱われているか確認します。 

●デジタルに不慣れな人を地域で支援するよう努めます。 

●ＳＮＳなどで市の情報を積極的に受け入れ、市の魅力を市外に発信します。 

事業者 ●デジタル技術による事業効率化と新たな事業・サービスの展開に努めます。 

行政 

●マイナンバーカードの普及及び利活用の促進に努めます。 

●業務の効率化と業務や組織を抜本的に見直す業務改革に努めます。 

●デジタルに不慣れな人の相談支援やデジタルを活用できない人への対応を行う体制を

整備します。 

●セキュリティ対策の徹底と保有データを新たな事業などの創出につなげるオープンデ

ータ化を進めます。 

●デジタル技術を活用して市内外への情報発信及び市民との情報共有をします。 

 

■関連する個別計画 

●（仮称）焼津市ＤＸ推進計画 
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■関連するＳＤＧｓ 

 
 

■施策が目指す姿 

対象 目指す姿（状態） 

行政 健全で効果的な行政運営を進める 

 

■成果指標   

指標名 
現状値 

2020年度（令和２年度） 

目標値 

2025年度（令和７年度） 

健全化判断比率 
早期健全化基準範囲内 

（2019年度） 
早期健全化基準範囲内 

総合計画における目標を達成し

た施策成果指標の割合 
― 75％以上 

 

■現状と課題  

現状 

●総合計画の実現のために、施策及び事務事業の行政評価による予算編成、人事評価

に基づく人事管理などが連動する「行政経営システム」により、健全で効果的な行

政運営を進めており、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく健全化

判断比率は、いずれも健全とされる範囲となっています。 

●人口減少・少子高齢社会及び新型コロナウイルス感染症の影響による経済の悪化に

より、自主財源である個人・法人市民税などは減少傾向ですが、ふるさと納税は市

の魅力を積極的に発信したことにより、全国から多額の寄附をいただいています。 

●将来世代へ過度な負担を強いることのないよう、基金を目的別に積み立て、活用す

るとともに、起債の抑制や地方財政措置のある起債を可能な限り活用しています。 

●公共施設等の老朽化対策等の推進が急務であることから、建物や設備等の長寿命化

や適正配置による事業費の低減や平準化を進めています。 

●定期的な組織再編や人事異動により、適材適所の人員配置を行っています。 

課題 

●行政経営システムの高度化 

●収納率の向上、公有地の活用・処分や新たな財源確保 

●歳出事業の緊急度・優先度の検討、重点化や見直しによる再構築 

●公共施設等の長寿命化、適正配置による財政負担の低減や経費の平準化 

●組織・職員定数の適正化や良質で効率的な行政サービスへの人材育成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策名 6-3 健全で効果的な行政運営 
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■施策の方針                ※共通事項：施策横断的な視点を持って取り組む 

●総合計画の実現のために、施策と事務事業を対象にＰＤＣＡサイクルによる行政評価を実施

するとともに、相互補完的にＯＯＤＡループを活用した事業展開を取り入れ、評価結果と予

算が更に連動するよう、「行政経営システム」の高度化を図り、健全で効果的な行政運営を進

めます。 

●自主財源の確保のために、収納率の向上に努めるとともに、公有地の活用・処分や有料広

告、ふるさと納税、企業版ふるさと納税、クラウドファンディングなどを含めた新たな財源

の確保に取り組みます。 

●歳出事業の緊急度・優先度の検討や重点化、見直しなどにより、効率的な財政運営を行いま

す。 

●公共施設などの長寿命化や再配置、後年度負担を考慮した事業採択を行い、財政の健全に努

めます。 

●多様化する行政課題にフレキシブルに対応できるよう、機能重視の組織体制の確立や組織間

の連携を図るとともに、人事評価制度を活用した昇任等の人事管理、人材育成を進め、市民

満足度の高い行政サービスが提供できる人づくりを進めます。 

 

■基本事業  

基本事業名 主な内容 

総合計画の着実な推進 
行政経営システムの推進（行政評価、予算編成、人事評価、公共施設

マネジメントなど） 

健全財政の維持 収納率の向上対策の強化、財源確保対策の実施など 

組織体制の適正化と人

材の育成 
適時、適正な職員研修の実施など 

 

■役割分担 

主体 役割 

市民 

●市税、使用料、手数料の納付等、公平で適正な負担をします。 

●市民や地域でできることは、積極的に行います。 

●市民本位の行政運営が進められているか確認します。 

行政 

●市税の適正課税や収納率の向上対策の強化を進めるとともに、様々な手法による新

たな財源確保対策を実施します。 

●事業の緊急度や優先度を検討するとともに、事業の評価や検証を行い、事業の重点

化や見直し、再構築を徹底することで健全財政を維持します。 

●時代の変化に対応した組織や適正な職員数を維持するとともに、高い能力を発揮で

きる人材を育成するために研修の充実、人事評価の効果的な運用に努めます。 

 

■関連する個別計画 

●焼津市公共施設等総合管理計画 

 

 

 


